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 大 泉 正 博 上 下 水 道 課 長  軽 部 昭 博 
会 計 管 理 者 兼 
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◎ 議 事 日 程 

 

令和５年１２月６日（水） 午前９時開議 

 

 議事日程第２号 

   日程第１   一般質問 

                                         散  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   議長から傍聴席の方々に申し上げます。本

日、河北町女性団体連絡協議会の４団体の方

が議会傍聴に来られております。手狭になり

ますが、ご協力をお願いいたします。 

   本日の欠席通告議員は２番漆山光春議員で

あります。 

   ただいまの出席議員数は13名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   本定例会における一般質問の通告者は８名

であります。質問の順序については、お手元

に配付のとおりであります。 

   １番目は12番吉田芳美議員、２番目は11番

奥山英幸議員、３番目は６番増川憲一議員、

４番目は１番安達智勇議員、５番目は７番木

村章一議員、６番目は８番佐藤修二議員、７

番目は４番東海林信弘議員、８番目は９番鈴

木英友議員、以上のとおり決定しております。 

   本日は、７番木村章一議員までとします。 

   順序に従い、一般質問を進めてまいります。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

 

                  質 問 通 告 書 

                令和５年１２月河北町議会定例会 

質問者氏名 質 問 事 項 質  問  要  旨 

１２番 吉田芳美議員 

 

１ 西村山地域医療提

供体制検討ワーキン

ググループにより県

⑴ 中間報告で西村山地域の医療資源集約として、

２病院の統合が示されたことへの町長の見解を伺

う。 
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立河北病院と寒河江

市立病院の統合が妥

当との中間報告が示

されたことについて 

 

⑵ 西村山地域医療体制検討会では、新病院の運営

母体・立地条件を協議し、年度内に最終報告とな

っているが、町の取り組みについて伺う。 

⑶ 県立河北病院の存続可否は町民最大の関心事で

ある。最終報告も年度内となっており、経過報告

と今後について、説明責任を果たすべきと思うが、

どのように認識しているか伺う。 

２ 令和５年度に発生

した猛暑や強風によ

る河北町内の農作物

への被害状況につい

て 

⑴ 山形県の１等米比率は５４％となり過去最低と

発表されたが、河北町産米の被害状況について伺

う。 

⑵ 強風によるラ・フランスをはじめとした果樹の

落下被害の状況について伺う。 

⑶ 鳥獣による農作物への被害状況について伺う。 

⑷ 収益の悪化、肥料や資材高騰で厳しい農業経営

が続く中での、農家への支援策について伺う。 

３ ＮＰＯ法人河北子

育てアドバイザーセ

ンターが行う一時預

かり促進事業の預か

り料金の無償化につ

いて 

⑴ 一時預かり促進事業をＮＰＯ法人河北子育てア

ドバイザーセンターに委託しているが、事業の評

価を行う町の認識について伺う。 

⑵ 生後６か月から小学生までを対象に１人１時間

４００円、２人以上で６００円とする料金設定を

しているが、子育て支援の拡充策として、無償化

する考えはないか伺う。 

１１番 奥山英幸議員 １ 令和６年４月にリ

ニューアルオープン

予定の道の駅河北に

対する、今後の運営方

針とビジョンについ

て 

⑴ 道の駅河北の設置及び管理に関する条例の第２

条に明記されている「住民福祉の増進及び本町観

光事業の発展並びに地域の活性化に寄与する」こ

とを達成するための具体的な施策やアイデアにつ

いて伺う。 

⑵ 現在の運営状況の受け止めと、今後のビジョン

を伺う。 

２ 地球沸騰化と表現

された今年の夏季の

暑さに、来年以降も酷

暑が予測される中で

の小中学校の体育館

をはじめとする屋内

スポーツ施設への空

調設備導入について 

⑴ 山形県の補助金を活用し中学校へスポット式冷

房設備が導入されるが、予想される課題と対策を

伺う。 

⑵ 各小中学校、各地域の改善センター、町民体育

館などの屋内運動施設は避難場所にも指定されて

いることから冷暖房の空調設備導入が必要と考え

るが、現在の受け止めと今後の導入予定について

伺う。 
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 ６番 増川憲一議員 １ 次代につなぐ農業

政策について 

⑴ 農業者の高齢化や担い手不足が耕作放棄地の増

加の一因と考えるが、耕作放棄地の解消と発生防

止の取り組みについて伺う。 

⑵ 耕作放棄地を放置し荒廃農地となり、周囲の農

園に病害虫や鳥獣被害が発生している状況が見受

けられるが、荒廃農地被害対策の取り組みについ

て伺う。 

⑶ 直接支払交付金の見直しにより、５年間に一度

も水張りが行われていない農地は交付対象としな

い、水田活用の５年水張りルールについて町の考

えを伺う。 

 １番 安達智勇議員 １ 高齢者の居場所づ

くり施策について 

⑴ 現在実施されている高齢者の居場所づくり事業

の種類と活動内容について、また課題をどのよう

に捉えているのか伺う。 

⑵ 河北町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計

画を策定する際にアンケートを実施しているが、

高齢者の居場所づくり事業についての結果を踏ま

え、より一層の事業の周知を図るべきと考えるが、

町の考えを伺う。 

⑶ 現在実施されている事業のほかに、新たな事業

を実施することの必要性について、町の考えを伺

う。 

 ７番 木村章一議員 １ 町独自の農業支援

として、先進諸国並み

を目指し、農地１０ａ

当たり１万円の補助

を行い、農業の活性化

を支援し、町の人口を

増加に転換させる取

り組みについて 

⑴ 町の人口を減少から増加に転換させるため、少

子化対策のさらなる充実とあわせて、町民所得の

向上、豊かなくらしの環境が必要なことについて

考えはどうか。 

⑵ 米価の継続的な引き下げなど、農業の厳しい経

済状況が、河北町の農業人口が減り続けている主

な原因のひとつであるとの認識はどうか。 

⑶ 国の政策による農業の立て直しを切望するが、

町の基幹産業である農業振興のため、町独自の政

策として、先進諸国並みの農業支援を目指し、生

産活動が行われる農地１０ａ当たり１万円の補助

を行い、農業の活性化支援で所得を向上させ、経

済活動からの人口増に取り組んではどうか。 

２ 町内のアパートな

どにお住いで、住民登

⑴ 町内のアパートなどにお住いで、住民登録をし

ていない方々に、それぞれの事情に配慮しつつ、
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録をしていない方々

に、住民登録を案内し

て、ほくほく応援券の

受け取りなど、行政サ

ービスを受けられる

ようにするほか、町か

らの情報を受け取り、

町の事業に積極的に

参加していただいて

はどうか。 

住民登録をして、ほくほく応援券の受け取りなど、

行政サービスを受けられるように案内してはどう

か。 

⑵ 国勢調査などの際に、町内のアパートなどにお

住いで、住民登録していない方々の状況について、

把握しているか。 

⑶ 移住定住や関係人口を増やして人口増につなげ

る取り組みに加えて、アパートなどにお住まいで、

住民登録をしていない方々に、住民登録をして、

町からの行政情報を受け取り、町の事業に積極的

に参加していただいてはどうか。 

 ８番 佐藤修二議員 １ 小学校統廃合に伴

う空き施設の利活用

について 

⑴ 検討委員会の進捗状況はどうか。 

⑵ 空き施設の利活用について、町としての基本的

な考え方は。 

⑶ 早めに構想を立案してはどうか。 

４番 東海林信弘議員 １ 西村山地域医療提

供体制と河北病院を

中心とする町の医療

提供体制について 

⑴ 町民の不安を払拭するためにも、西村山地域医

療提供体制は、河北病院を拠点とし再構築するべ

きと考えますが、町長の考えを伺う。また西村山

地域医療提供体制の着地点を町長はどう捉えてい

るのかを伺う。 

⑵ 現状の河北病院を中心とする町の地域医療提供

体制をどのように考え、県に対して医師配置の要

望などしていくのか、町長の考えを伺う。 

２ 谷地高の存続に向

けた支援体制づくり

について 

⑴ 谷地高を支援する会は設立されたのか、また位

置づけなど明確になったのか伺う。 

 ９番 鈴木英友議員 １ ｢谷地ひなまつり｣

における雛人形の展

示公開ついて 

⑴ 個人宅での雛人形の公開が減少している現状に

ついて町の認識を伺う。 

⑵ 町の宝である雛人形を安心して展示協力いただ

ける環境を整える必要性について町の考えを伺

う。 

２ 町の花「紅花」の活

用について 

⑴ 産業資源や観光資源として、紅花をどのように

考えているのか町の考えを伺う。 

⑵ 紅花修景地の状況についての町の認識と、紅花

を観光資源としてより活かすために修景地を増や

す考えはないか伺う。 

３ 町の歴史資料等の ⑴ 町の歴史・習慣・文化資料等の受け皿を作り、
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保存について 一か所に集めて保存する考えはないか伺う。 

４ 指定管理者の候補

者の選定方法につい

て 

⑴ 「道の駅河北」並びに「河北町どんがホール」

の両施設に係る指定管理者の候補者の選定方法

が、「道の駅河北」は特例、「河北町どんがホール」

は公募扱いとなった理由を伺う。 

 

○丹野貞子議長 それでは、一般質問に入ります。 

   最初に、12番吉田芳美議員の一般質問を行

います。 

   「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） おはようございます。 

   12月定例議会一般質問、12番、行います。 

   まず、最初に県立河北病院問題から伺いま

す。 

   質問事項の１は、西村山地域医療提供体制

検討ワーキンググループにより、県立河北病

院と寒河江市立病院の統合が妥当との中間報

告が示されたことについて伺います。 

   10月19日開催の第４回西村山地域医療提供

体制検討会を傍聴しました。そこで、ワーキ

ンググループ検討による中間報告は、西村山

の目指すべき方向性として、県立河北病院と

寒河江市立病院の２病院を統合して新病院を

設置し、西村山の限られた医療資源を集約配

置が妥当との内容でした。そして、西川町立

病院と朝日町立病院は引き続き独立して、町

立病院として地域での役割を果たしつつ、新

病院との連携強化を図ると示されました。そ

して、この会議の最後に、県の平山副知事は、

現状の維持では立ち行かなくなる。前向きな

議論を進める上で、西村山地域の現状、課題

などを調査し、根拠のあるエビデンスを提供

させていただいた。２病院を統合し、新病院

を開設する場合は、診療機能の基本的な考え

方や開院までのスケジュールなどを関係者が

共有し、具体化に向けた検討に速やかに着手

する必要があり、年度内での最終報告を目指

したいとのことでした。 

   森谷町長は、検討会の中で積極的に発言さ

れ、必死さが伝わります。そして、まだ中間

報告の段階、具体的な診療科や医師の確保策

などを早めに示して検討してほしい。山形新

聞の11月15日の社説でも、西村山の新病院議

論の見出しは、具体像の提示を急いで示して、

県立病院が立地している河北町にも十分な検

討時間を与えるべきだろうと掲載されました。

河北町のスタンスは、当初より統合を前提と

することには反対する。町民からは、経営負

担を軽減するための統合との懸念を持たれて

いる。様々な可能性を探ってほしいと町長は

反発されました。県立河北病院が地域医療の

中で、引き続き西村山管内の医療を牽引する

ことを、町民は願っています。 

   ３点質問いたします。 

   １点目は、中間報告で西村山地域の医療資

源集約として２病院の統合が示されたことへ

の町長の見解をお伺いいたします。 

   ２点目は、西村山地域医療提供体制検討会

では、新病院の運営母体・立地条件を協議し、

年度内に最終報告となっているが、このこと

についての町の取組についてお伺いいたしま

す。 

   ３点目は、県立河北病院の存続可否は、町

民最大の関心事であります。最終報告も年度

内となっており、経過報告と今後について説

明責任を果たすべきと思うが、どのように認

識しているかお伺いいたします。 

   質問事項の２に入らせていただきます。 

   令和５年度に発生した猛暑や強風による河

北町内の農作物への被害状況について伺いま
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す。 

   今年の夏の気温は、異常という状態を超し

ている内容でした。河北町の水稲や果樹など

の農作物の影響について伺います。 

   河北町は、通常１等米が99％程度ですが、

今年は猛暑の影響で品質低下が見られ、１等

米も半減したとの農家の声があります。その

実態について伺います。 

   また、10月６日に村山地域で発生した強風

被害について伺います。県の調査によると、

10月24日時点で被害額２億5,000万円と報道

されました。特に農作物の被害面積336ヘクタ

ールのうち、果樹が222ヘクタールを占め、東

根、天童など18市町で、ラ・フランスが落下

とありました。 

   河北町のラ・フランス農家に伺いました。

その農家は、昨年は１万136キログラムを出荷

したが、今年は強風に見舞われ、畑一面ラ・

フランスが落下して、6,544キロの出荷しかな

く、3,592キロ減で35％ダウンしたと。落果品

は果汁にしたり、落果しないものでも風の影

響で商品に傷がつき、出せないため、収益は

大きくダウンしたとのことでした。 

   農家にとって今年は、春先から肥料や資材

高騰が続き、夏場は異常気象による高温障害

を受け、水稲や秘伝豆等も品質低下が見られ

ました。さらに、収穫間近なラ・フランスな

どの果樹も強風で落下し、経営が厳しさを増

しています。また、山際地区では、河北町で

はこれまでにない鳥獣被害を受けています。 

   町長は、選挙公約でもうかる農業を掲げま

した。しかし、令和５年度は自然災害により

収益が一段と悪化し、農業後継者どころか、

離農が加速する懸念もあります。持続可能な

農業経営ができるよう、被害農家への適切な

支援を求めるものです。 

   ４点質問いたします。 

   １点目は、山形県の１等米比率は54％とな

り、過去最低と発表されましたが、河北町産

米の被害状況について伺います。 

   ２点目は、強風によるラ・フランスをはじ

めとした果樹の落下被害の状況について伺い

ます。 

   ３点目は、鳥獣による農作物への被害状況

について伺います。 

   ４点目は、収益の悪化、肥料や資材高騰で

厳しい農業経営が続く中での農家への支援策

について伺います。 

   質問事項の３に入らせていただきます。 

   ＮＰＯ法人河北子育てアドバイザーセンタ

ーが行う一時預かり促進事業の預かり料金の

無償化について伺います。 

   10月20日、千葉県館山市議会文教民生委員

７名の議員が河北町の子育て支援事業につい

て視察に訪れました。全体概要の説明を健康

福祉課が行い、その後、総合子育てセンター

（どんがホール）北側に位置するひなのおう

ち一時預かり施設を見学させていただきまし

た。生後６か月から小学生までを対象に、１

人１時間400円、２人以上で600円を徴収し、

様々な理由でお預けになる方の子育て支援施

設です。 

   町の出生数が令和元年88人、令和２年度は

82人、令和３年度73人、令和４年度67人と下

降線です。オールかほくで応援する子育て支

援策として、一時預かり料金の無償化を提案

いたします。 

   ２点質問いたします。 

   １点目は、一時預かり促進事業をＮＰＯ法

人河北子育てアドバイザーセンターに委託し

ているが、事業の評価を行う町の認識につい

てお伺いいたします。 

   ２点目は、生後６か月から小学生までを対

象に、１人１時間400円、２人以上で600円と

する料金設定をしているが、子育て支援の拡

充策として無償化する考えはないのか、お伺
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いしたいと思います。 

   以上、再質問を留保し、一般質問を終わり

ます。 

○丹野貞子議長 12番吉田芳美議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   12番吉田芳美議員の一般質問にお答えいた

します。 

   最初に、西村山地域医療提供体制検討ワー

キンググループにより県立河北病院と寒河江

市立病院の統合が妥当との中間報告が示され

たことについて、お答えいたします。 

   １点目の、中間報告で西村山地域の医療資

源集約として、２病院の統合が示されたこと

への見解について申し上げます。 

   西村山地域の医療提供体制を協議する場で

ある西村山地域医療提供体制検討会は、西村

山地域における新たな医療提供体制の構築に

向けた検討を行うため、西村山地域の医療提

供体制に係る現状と課題に関すること、西村

山地域の新たな医療提供体制の構築に関する

ことを協議する組織として、昨年、令和４年

８月から、山形県副知事をはじめ、各市町の

首長、山形大学医学部長、地域医療構想アド

バイザーの山形大学教授が構成メンバーとな

ってスタートし、昨年は３回開催されました。 

   今年度からは、西村山地域医療提供体制検

討会は継続して設置し、重要事項を協議する

ため必要に応じ開催するものとし、県立河北

病院と寒河江市立病院の統合を軸とした西村

山地域の医療提供体制に関する具体的な検討

を行うための組織として、西村山地域医療提

供体制検討ワーキンググループで検討を行っ

ております。 

   ワーキンググループの構成員は、１市４町

の所管課長、山形県健康福祉部、病院事業局、

村山保健所の所管課長等となっており、山形

大学医学部からもご参加いただき、課題の整

理と具体的な検討を行っております。 

   10月19日に開催された第４回西村山地域医

療提供体制検討会では、今年度５回にわたっ

て行われたワーキンググループからの中間報

告が行われました。様々なデータの分析、病

院関係者からのヒアリング等に基づく現状・

課題、そして取り組むべき基本方針、新病院

の診療機能の検討に向けた基本的な考え方な

どが整理されております。私は、ワーキング

グループの中間報告を受け止めると申し上げ

た上で、３点意見を申し上げたところであり

ます。 

   １点目は、山形市内の病院との関係に関す

ることで、山形市内の急性期病院との役割分

担・機能連携を図ることは当然のことであり、

もう一歩踏み込んだ議論ができないものか。

具体的には、山形市内の急性期４病院の意見

として、一定の急性期機能の強化、山形市内

の病院での急性期後の受入れ、在宅・施設等

からの急性増悪の受入れを含む回復期の入院

機能の強化を求めていること、この意見を踏

まえ、西村山地域で必要な強化すべき機能を

含めて議論する必要があると申し上げました。 

   ２点目でございます。機能を発揮する病院

をしっかりと整備し、実現していくため、具

体的な診療体制や診療科の検討と併せて、そ

の裏づけとなる医師を確保するための議論を

深めてほしい。例えば、県立中央病院と連携

して、新病院で専門医研修を受け入れること

はできないかとの意見を申し上げました。 

   ３点目の意見としては、産婦人科・小児科

に関することであります。山形市内の分娩に

つなげるセミオープンシステムを前提としつ

つも、安心して妊娠し、出産に臨めるような

体制、また乳幼児の夜間休日診療機能を含め

て確保できるよう、新病院での医療体制の強

化と医療サービスの向上を目指してほしいと
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申し上げました。 

   さらに、地域のニーズに沿ったよりよい医

療体制を目指すためには、医師の確保が最大

の課題であります。西村山地域の５年間の医

師の減少率が２割と、県内でも最も減少率が

高く、これに歯止めをかけることが、よい医

療体制を組み立てていくための鍵であり、最

重要案件であります。医療体制を早急に整備

したいということは理解しておりますが、関

心を持っている方々への説明を丁寧に進めて

いく必要があると考えております。この点に

ついても、中間報告に対する意見として加え

させていただきました。 

   ２点目の、西村山地域医療提供体制検討会

では新病院の運営母体・立地条件を協議し、

年度内に最終報告となっているが、町の取組

について伺うについて申し上げます。 

   西村山地域医療提供体制の検討における今

後の進め方でございますが、新病院の運営主

体・立地条件につきましては、今後ワーキン

ググループの中でさらに検討を進めることと

しております。 

   運営母体の協議については、現在の病院の

設置者である県と寒河江市以外にも新病院の

運営主体として参画する選択肢もあり、その

際の判断材料となるように検討を重ねるとと

もに、立地条件でございますが、具体的な位

置ということではなく、まずは必要な敷地面

積の概算と立地条件の考え方の整理など、病

院としてどのような場所が適しているかの一

般的な検討を行い、その結果について、年度

内に第５回西村山地域医療提供体制検討会へ

ワーキンググループとして最終報告を行う予

定とされております。 

   今後、中間報告の方向性に沿って検討が進

められることになりますが、私として、町民

の皆さんが安心して暮らせる医療体制の確保

のために、最善を尽くして今後の検討に臨ん

でまいります。 

   ３点目の、県立河北病院の存続可否は町民

最大の関心事である。最終報告も年度内とな

っており、経過報告と今後について説明責任

を果たすべきと思うが、どのように認識して

いるかについて申し上げます。 

   当町には、県立河北病院が村山地域の二次

医療機関として基幹的な役割を担い、地域医

療の確保及び県立河北病院の持続的な運営に

資することを目的として設立された、地域医

療と県立河北病院を考える会がございます。

これまで開催されました西村山地域医療提供

体制検討会の内容につきましては、随時情報

共有させていただき、地域住民の視点に立っ

たご意見をいただいております。 

   このたびの第４回西村山地域医療提供体制

検討会につきましても、去る11月27日に地域

医療と県立河北病院考える会を開催し、地域

の医療を支える関係機関や団体等を構成メン

バーとする皆様方に報告する場とし、さらに

は一般傍聴も行ったところであります。 

   経過報告と今後についての説明について、

県の担当課長の出席をいただき、県は住民の

多くが納得する内容にしたい。西村山地域の

方からの様々な意見に対し、できるだけ多く

の方から理解、納得していただけるよう、そ

のための重ねた説明も丁寧に行っていくとい

う基本的な考え方を示しており、改めて県が

責任をもって説明を行うことを確認しており

ます。 

   町といたしましても、できるだけ多くの方

に的確な情報提供を行っていく考えでありま

す。 

   次に、令和５年度に発生した猛暑や強風に

よる河北町内の農作物への被害状況について

申し上げます。 

   １点目、山形県の１等米比率は54％となり、

過去最低と発表されたが、河北町産米の被害
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状況について申し上げます。 

   農林水産省の調べによりますと、９月30日

時点で令和５年産水稲うるち玄米の１等米比

率が59.6％と発表されました。猛暑の影響で

東北や北陸の主産地を含む11県で前年同期よ

り10ポイント以上下落しました。山形県では

54.7％で、前年同期に比べて41.7ポイント下

落しました。高温下でも未白熟粒になりにく

い特徴を持つ高温耐性品種のつや姫は66.3％

と、昨年同期で5.8ポイントの下落という状況

です。 

   本町の状況で申し上げますと、11月14日、

さがえ西村山農業協同組合からの聞き取りに

よりますと、主力のはえぬきの１等米比率が

18.9％で、昨年度の91.2％から72.3ポイント

の下落、つや姫が41.5％で、昨年度の97.5％

から56ポイントの下落で、猛暑の影響を大き

く受けた結果となっております。雪若丸につ

きましては93.3％で、昨年度の93.8％から0.5

ポイントの下落ですが、唯一１等米比率90％

を超え、暑さに強い品種として注目されてお

ります。 

   ２点目の、強風によるラ・フランスをはじ

めとした果樹の落下被害の状況について、申

し上げます。 

   さがえ西村山農業協同組合のまとめにより

ますと、10月６日午前11時から午後１時にか

けて特に風が強く、西村山地域で西洋梨やリ

ンゴ園地で落果の被害があり、風の当たりや

すいところでは１つの樹から50％以上落果す

るなどの甚大な被害が見られたとの報告がご

ざいました。全体的な被害は10％から15％程

度の落果と想定されております。本町では、

特にラ・フランスの落果が多く、被害数量が

10トン、被害額が330万円と予想されておりま

す。 

   ３点目の、鳥獣による農作物への被害状況

について申し上げます。 

   農作物の被害状況をさがえ西村山農業協同

組合に確認しましたところ、沢畑地区を中心

に、クマによるリンゴ約400キログラムの被害

を把握しているとのことであります。町へ被

害のご連絡をいただいた件数でございますが、

クマによるサクランボの被害が２件、ナシが

１件、スモモが１件、ラ・フランスが３件、

リンゴが10件となっており、特に９月下旬か

ら大幅に増加している状況であります。また、

シカの目撃情報やイノシシによる農地の掘り

起こし、水田での泥浴びなどの連絡も増えて

きている状況であり、今後注視していかなけ

ればならないと考えております。 

   ４点目の、収益の悪化、肥料や資材高騰で

厳しい農業経営が続く中での農家への支援策

について申し上げます。 

   今年も農業者にとって厳しい経営環境とな

っておりますが、その中でもどのようにして

収益を上げていくか、農家の方々それぞれが

戦略を練りながら取り組んでいる状況と認識

しております。 

   町といたしましては、これからも見込まれ

る温暖化に対応できるよう、高温障害を回避

する技術の確立、高温に強い品種への改良な

ど、県や国に対し要望しております。 

   肥料高騰対策といたしましては、町の農業

再生協議会を中心に、国の肥料価格高騰対策

事業を活用し、化学肥料の使用量２割低減に

向けた取組の定着を図るため、土壌分析への

支援や国内資源を活用した肥料に支援し、適

正な施肥の推進を図る予定でおります。 

   また、施設資材の高騰対策といたしまして、

県の補助事業を活用し、町としても上乗せ補

助を行い、少しでも高騰分に充当できるよう

支援しているところであります。さらに、今

年の霜の被害や高温少雨、10月の強風など大

きな被害を受けた農業者等に対しまして、無

利子を基本とした再生産及び経営の維持安定
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のために必要な資金を融資することで、農業

者等の生産活動の維持を図れるよう、利子補

給をしてまいります。 

   自然災害への対応としましては、様々な補

助事業の活用のほか、農業経営収入保険など

セーフティネット制度への加入を促すととも

に、災害発生前後の技術対策の周知など、県

やＪＡと連携して支援してまいります。 

   次に、ＮＰＯ法人河北子育てアドバイザー

センターが行う一時預かり促進事業の預かり

料金の無償化についてお答えいたします。 

   １点目の、一時預かり促進事業をＮＰＯ法

人河北子育てアドバイザーセンターに委託し

ているが、事業の評価を行う町の認識につい

て伺うについて申し上げます。 

   ＮＰＯ法人河北子育てアドバイザーセンタ

ーは、町なかに子供達が元気に遊び回る声を

取り戻したい、シャッター通りと言われて久

しい中心街に再び賑わいを、を合言葉に、有

志の方々が設立した町内第１号のＮＰＯ法人

であります。法人設立とともに平成16年に中

央商店街の空き店舗を借りて、ひなのおうち

を開設し、現在も乳幼児を中心とした子育て

支援を行っております。 

   当初、一時預かり事業は平成17年４月から

つどいの広場で週５日開設して行っておりま

したが、アンケート調査の結果を基に、曜日

や時間などが検討され、平成18年１月からは

現在の一時預かりの時間となっている月曜日

から土曜日と祝日の午前８時から午後８時ま

で、ほっとひといき広場において行っている

ものであり、運営は、保健師、看護師、保育

士、管理栄養士などの会員を抱えて設立され

たＮＰＯ法人河北子育てアドバイザーセンタ

ーに委託を行っている事業となります。 

   この一時預かり事業は、常日頃保育施設を

利用していない家庭においても、保護者の疾

病や災害等により、一時的に家庭での保育が

困難となる場合や、育児疲れによる保護者の

心理的・身体的負担を軽減するための支援が

必要とされている保育需要に対応いたしまし

て、安心して子育てができる環境を整備する

ことを目的として行うものであります。 

   昨年度の一時預かりの利用状況を申し上げ

ますと、開設日数といたしまして304日、利用

者は、昨年度は新型コロナウイルスの感染防

止対策として、４月から９月までは町内の利

用者限定と利用制限をかけていたこともござ

いまして、コロナ前よりは少ない利用者数と

なっておりますが、延べ276名、実数で41名の

お子さんの利用があったところです。 

   利用の理由といたしましては、家事のため

の利用が最も多く、次いで仕事のため、通院

のためという順でありました。また、利用時

間として多い順に申し上げますと、５時間以

上預けられる方が最も多く、次いで２時間か

ら３時間、３時間から４時間、４時間から５

時間、１時間から２時間という利用状況であ

りました。 

   一時預かりは、前日の午後４時までの予約

をいただき一時預かりを行っておりますが、

急な預かりの依頼にもきめ細やかに対応いた

だいております。 

   運営者でありますＮＰＯ法人河北子育てア

ドバイザーセンターにおいては、ひなのおう

ちでの、親子でほっとひといき広場での一時

預かり事業をはじめ、つどいの広場での子育

て親子の交流の場の運営のほか、どんがホー

ル内の多目的子ども空間の運営や、ファミリ

ー・サポート・センター事業の運営などにお

いて、先駆的な取組で子育て家庭に対し、き

め細やかな活動をしていただいております。 

   また、ＮＰＯ法人河北子育てアドバイザー

センターを中心に、商工会関係団体や町民が

一体となって行われている谷地ひなまつりプ

レイベントの開催も今年で14回目を数えてお
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ります。谷地ひなまつりの到来を告げるこの

イベントは、おひな様の衣装を身にまとった

かわいいお子さん達がパレードするイベント

で、子育て世代からは多くの参加者があり、

町なかの一層のにぎわいを演出するイベント

の１つとなっております。そのほかにも、高

校生と乳幼児の触れ合い体験の企画や、毎月

様々なイベントを開催したり、季節の行事で

は昔ながらの伝統行事を行うなど、アットホ

ームな温かい雰囲気の中で様々なイベントを

繰り広げていただいております。 

   また、ひなのおうちで利用できる子育て応

援券は、商店とＮＰＯ法人が連携して子育て

家庭を支援する取組として報道でも大きく紹

介されるなど、町の子育て支援に係る重要な

役割を担っていただくとともに、町なかの活

性化にもつながっていると認識しております。 

   ２点目の、生後６か月から小学生までを対

象に１人１時間400円、２人以上で600円とし

ている利用料金を、子育て支援の拡充策とし

て無償化する考えはないかについて申し上げ

ます。 

   一時預かりは、預ける方の利用目的や市町

村を問わずお子さまをお預かりし、子育て支

援することを目的とした事業であります。保

護者を支援するという面では、大変重要な子

育て支援の１つであり、１人１時間400円、２

人以上で600円とする利用料金の設定につい

ては、２人目を半額にして利用料金を設定し

ているところは、近隣市町村では見られない

支援サービスになっております。 

   １時間当たりの利用料金については、近隣

市町との差異はない状況であります。利用料

金の無償化につきましては、一時預かり事業

のほかにも様々な子育て支援事業がある中で、

子育て支援事業全体の中で考える必要がある

と考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） 答弁ありがとうござい

ました。病院問題から再質問させていただき

ます。 

   県議会も昨日から始まっております。そし

て、昨日、吉村知事がこんなことを県政課題

の報告の中でおっしゃっています。「西村山地

域の新たな医療体制の構築、管内自治体の首

長と学識経験者で構成する西村山地域医療提

供体制検討会で協議を重ねてきた。中間報告

は、県立河北病院と寒河江市立病院を統合し、

新病院を設置することが妥当とし、各首長か

ら一定の理解をいただいた」、このようなコメ

ントになっております。この「一定の」とい

う言葉が書かれていますので、先ほど町長が

３点、次の検討課題でしっかりと議論を進め

てほしいと、これがここに書かれたのかなと

私自身は認識しております。 

   ただ、現状は、これまでどおり、昭和24年

から県立河北病院がこの地でやってきたのが

どうなるのかなという内容が非常に懸念され

る状況かなと思っています。今から30年、40

年、50年と新しい病院がなければ、当然何だ

かんだというやつはできないという状況には

なりますが、極めて厳しい状況下の中に今は

あると。そして、町長何とかしろと、それだ

けでは駄目だと。私は議員の１人として、町

長を後押ししたい。そして、議員全員も町長

の背中を押すんだという気持ちで、一体とな

って、さらにそこに町民の声がしっかりと町

長を押すような形にならなければ、大きい人

口を抱えているところに病院が行ってしまう

のではないかという懸念が物すごく私はある

のではないかと思っております。 

   今、町長の答弁の中で、新しい病院はどこ

につくるかまだ分からないと、西村山地域の
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どこかだと。そして、機能が先だと。そして、

その機能が決まったら、どれだけの面積が必

要か、どれだけの建屋が必要かと、そういっ

た青写真をつくって、そして最終地の候補地

を決めると、そういう過程を踏むんだと。そ

れは、検討委員会のワーキンググループの中

で整備する方向性に今なっているよというこ

とで一応理解もさせていただきました。 

   しかし、西村山地域の医療を集約し、新た

な配備をするとなったときに、県立河北病院

の土地がある、建屋がある、すばらしい先生

方もたくさんいらっしゃる。そして、西村山

管内の規模としては、寒河江市立病院より県

立河北病院のほうが、総合診療も含めて、と

てつもなく大きい病院である。言わせていた

だければ、寒河江市立病院を県立河北病院が

一緒にやりませんかと。そして、あの地に新

病院を建設して、そして西村山管内、もしく

は村山管内の総合医療機関として整備すべき

だという声が、私が町民からいろいろいただ

いた声の１つでございます。 

   厳しい状況は重々承知しております。しか

し、我々の声がその検討会の中でどれだけ通

用するか。それは、やはり声に出さないと駄

目だと、立ち上がらないと駄目だと、そうい

う気持ちでございます。町長を後押しするよ

うな施策が私は必要ではないかと思います。 

   せんだって、考える会の説明会を傍聴させ

ていただきました。一般傍聴で伺いました。

確かに町民の関心は低いのです。でも、町民

が悪いわけではなくて、今言っているような

様々な検討課題があるということを、町民は

まだ知らされていないから、病院がなくなる

のですよとなってから騒がれたのでは遅いわ

けですよ。その辺のところを、やはり今の状

況、今からの進め方、それに対して町の姿勢

としてどのようにチャレンジするか、それを

まず１点お伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 町の姿勢として、どうい

ったといったチャレンジを行うかということ

に解しましたので、それに関してご説明申し

上げます。 

   まず、今回の問題としては、西村山地域全

体の医療提供体制を検討しているということ

でありますが、まず現状をしっかりと把握し

なければならないと思います。今の西村山地

域の中では、やはり様々な問題、課題という

ものがありまして、これは中間報告の概要版

にも出ておりましたけれども、そういった

様々な課題となるようなものを何とかしなけ

ればならないというものを、町としては考え

ていかなければならない。今の医療を受けて

いる町民の医療提供体制でいいのですかとい

うことだと認識しております。例えば入院患

者がほかの地域に流出している問題でありま

すとか、あと救急搬送の６割が地域外へ出る

と。あと、手術もほぼほぼやっていないし、

医師の配置数なども過去５年間で県内でも一

番の減少率、これは非常に大きい問題だとい

うことで、このままでは駄目だということで

の、将来このエリア全体で医療を何とかしよ

うということでの検討を行っていると理解し

ているところでございます。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ありがとうございます。 

   令和元年に、県立河北病院が14期連続赤字

ですよということから、この問題が大きくク

ローズアップされたのかなと記憶しておりま

す。そして、経営健全化計画を病院でやるの

だと、そして令和元年から始まっていて、最

終年度は令和７年となっております。その間、

たしか５億円から８億円近くの毎年赤字が続

いている。そして、赤字が続いているのは、

県内ではここだけだという言われ方をずっと

してまいりました。 
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   でも、河北病院は平成20年に医者が32人い

ました。そして、１人抜け、２人抜け、３人

抜けと、そしてどんどんと抜かれて、令和３

年には20人まで減っています。14人の医者が

いなくなりました。ですから、私どもが県立

河北病院に行こうと思っても、医者がいない

と。やはり山形に行くしかないと。確かに高

度な医療を要する方は、山形の急性期４病院

に行くという内容は重々知っています。しか

しながら、前はもっと患者がいた。そういう

内容は、医者がいないから、患者が行けなく

なったという内容が前提にあると、私は理解

しております。 

   そして、令和２年度に入って、寒河江市立

病院が、当然自前で寒河江市立病院を建設す

るのだという内容でいろいろやってきた経過

がございますので、単独ではなかなか難しい

と。そして、河北病院が14期連続赤字だとい

う内容を承知しておりますので、一緒にやっ

てはどうですかという内容を県に提案申し上

げたと。そして、県からは検討しようという

お墨つきが入って、これまで何年かにわたっ

て今までいろんな協議をやってきた。 

   そして、やはり人口が多いということは、

そこに暮らす方がたくさんいらっしゃるとい

う形になりますので、新病院をどこにつくる

か分かりませんが、今現在ワーキンググルー

プの中では、河北病院の跡地とか、そんなこ

とは全く出ていないし、なかなかそういった

ことを言えるような環境ではないということ

も重々承知しております。 

   ですから、言ったように、町長は本当に一

生懸命にそのワーキングの中で一番多分発言

されてると思います。河北町民のことを思っ

て発言をされているということは重々承知し

ております。しかし、来年の３月、４月ぐら

いになれば、その検討会の最終報告が出て、

そしてどこにつくるのだという検討結果が始

まったときに、大きい問題が生じてくるので

はないかなと思います。 

   やはり資源の集約となれば、お金をできる

だけかけないような病院にするには、あの病

院を使ってほしい、そういう気持ちでいっぱ

いでございます。そういったことを含めて、

我々も当然動く。そして、町長を先頭に、こ

の病院問題について、河北町民のみならず、

西村山地域、そして村山地域、今までの医療

が後退することのないような病院を私は望む

と。それを申し上げて、病院問題の質問はさ

せていただきます。 

   町長、とにかく健康に留意されて、山場だ

と私は思っています。残り半年、山場、これ

をしっかり踏まえて、そして今の緊迫した状

況というやつを、ぜひ説明責任というやつを、

どういう形でやれば町民に伝わるのか、そう

いったことを真剣に考えていただいて、広報

をお願いしたいと思います。地域単位でも結

構です。何でも構いません。団体ごとでも構

いません。あまりにも、置かれている今の状

況を町民は知らされていないと。知らないの

が悪いのだというわけではなくて、やっぱり

知らせる努力を徹底的にやるということを、

私は望みたいと考えます。 

   続いて、農作物の被害状況についてお伺い

いたします。 

   大きい流れは重々分かりました。そして、

県でも雪若丸は非常に暑さに対する対応力が

あるという内容で、年間3,000トンぐらい増や

すという方向性を打ち出しました。河北町に

おけるつや姫、はえぬき、雪若丸、様々作っ

ていらっしゃいますが、雪若丸に転換すると

いうことにしたときに、どのような取組方を

するのか、お聞かせください。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 お

答え申し上げます。 
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   雪若丸につきましては、県のブランド米で

ありまして、つや姫と並びまして、特別栽培

米となってございます。 

   雪若丸につきましては、県で栽培の取りま

とめをして、栽培者が申込みをして、その要

件を満たした場合に許可していくという種類

の米でございます。 

   議員おっしゃられましたとおり、雪若丸の

栽培につきましては、令和５年産で4,500ヘク

タール、令和６年度においては、それから600

ヘクタール増の5,100ヘクタールぐらいをめ

どに見込んでいたのに、さらに500ヘクタール

規模を拡大するとなってございます。 

   町としましては、雪若丸の栽培については、

各農家の方々にお知らせしながら、県に申し

込んでいただくというふうになろうかと思い

ます。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   せんだって、山形空港のある市にお伺いい

たしました。そして、市報を拝見いたしまし

た。その市報の１ページをめくったら、こん

なことが書いてありました。「こんにちは 市

長です 強風被害に遭われた農家へのお見舞

い」という書き出しから始まってました。こ

れは、強風が10月６日に発生したと。そして、

11月１日の市報に、市長からのお見舞いメッ

セージが、１ページを開けたときに出ていま

した。「10月６日の強風により、収穫間際の

ラ・フランスなどに被害がありました。この

日は朝から終日風が強かったわけですが、特

に大富・小田島など、西部地区で被害が大き

く、ひどい所で30％の落果があり、市全体で

は10％〜30％の被害でありました。その他、

リンゴにも一部被害があり、育苗ハウスのビ

ニール破損も見られました。精魂込めて作ら

れていた農家の皆様にお見舞い申し上げると

ともに、11月13・14日の東京都豊洲市場での

トップセールスでは、精いっぱい仲買の方々

に高値販売をお願いしてきます」と、そして

言った内容がまた報道されていました、豊洲

市場でやったという。目に見えるような素早

い対応が私は必要ではないかなともちょっと

思いました。 

   先ほど、ラ・フランスの落果被害が、実質

金額300万円と被害額が示されましたが、山形

県内では２億5,000万円と、そして河北町は

300万円と、比較的金額が少なくてよかったか

なと私思うのですが、実際にラ・フランスが

落っこちた現場を見てみると、一面落っこち

ているのですよね。そして、まだ木につなが

っているラ・フランスも、風で葉っぱがすれ

ちゃって、売り物にならないというやつがた

くさんあるわけです。 

   そういうものに対して、例えば傷物ですが、

町民の皆さん何とかなりませんかという内容

を瞬時に判断してやるというやつも、やっぱ

り農家の対策の一つかなと私は思います。た

だ単に何もならないから、もうそのままして

しまうと。あとは、加工も安いから、持って

いくにも大変だからと、ジュースにも何もな

らないと。 

   ですから、緊急発生時にはそういう対応力

という内容が、私はぜひ所管の方々にも考え

ていただいて、みんなが心配してるという状

況を広報によって明らかにする、それも素早

くやると、そういうことを私は望みたいと思

います。 

   続いて、３点目の質問に入ります。 

   河北町にも行政視察がポツポツとおいでい

ただいてる状況になってきています。そして

今回、河北町は子育て支援がいいねという内

容で、遠い千葉県からお越しいただいたと評

価されていることに対しては、職員の皆さん

に対して本当に感謝申し上げたいと思います。 
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   最終的に、河北町の子供が少ない状況にな

ってきています。先ほどの町長答弁の中には、

平成18年度がどうのこうのというのはありま

したが、もう既に15年前、20年前に遡って創

設したＮＰＯ団体だと。そして、頑張ってい

らっしゃるのは非常によく分かります。ただ、

オールかほくで子育てするのだと。 

   そして、今岸田総理の下、とんでもない少

子化になっているということを踏まえて、

様々な施策が出されてきております。完全無

償化に近いぐらいに、子育て費用を家庭の軽

減負担に結びつけるという取組をしている状

況にあります。年間260人、270人使われたと。

そして、今年度はもうちょっと増えるかもし

れませんが、300円、400円のお金を取って、

年間40万円ぐらいの収益、50万円、60万円ぐ

らいしか多分ならないと思います。それより

も、他市町村より河北町はいいのだという感

覚ではなくて、思い切って無料ですと。そし

て、一時預かりというのは、他県からここの

町に来た方が、親戚も誰もいない、身寄りも

いない、そのときに預ける施設、２時間見て

ほしい、３時間見てほしいというときに、無

料で預かっていただける、そういう町に私は

すべきではないかと思います。 

   今、事業評価として、どうやっているので

すかという質問を私しましたが、今までやっ

てきた過去の事業内容をずっと説明する内容

だけでした。しかし、事業評価というのは、

町が今261万円の税金を出しているわけです。

そして、収入が50万円ぐらいありましたとな

ったときに、その事業をきちんと精査してい

ただきたい。そういうことをすれば、１日、

８時から夜８時まで開設していますよと。で

も、よくよく話を聞くと完全予約制です。突

発的にお預かりすることもありますが、大半

は完全予約制ですよとなれば、その予約時間

に職員がお迎えするような体制を整えるとか、

あとは毎日開設するというわけではなくて、

予約者がいないときには、この日はお休みに

していますよ、それでも構わないと思うし、

申し込む際には、あそこに行って、名前を書

いて、判こを持参して、判こを押してもらっ

て、しかし若いお母さん方、お父さん方、皆

スマホで予約できるような状況に今世の中な

ってきているわけです。そういう利便性を図

るとか、あと商店街の活性化という内容であ

そこにしたという内容は重々承知しています

が、やはり今からのことを考えれば、交差点

近くで、お母さん方が駐車するのに、５分ぐ

らいは最低駐車してる方なんかも見受けられ

ます。危ないんですよね。ドアを開けた瞬間

に、次の車が後ろからぶつかっていったとい

うことも考えられますし、そして信金側へキ

ャッシュカードで車を止められる方もいる。

その後、子育てのほうで駐車される方もいる。

その前に、今度町の循環バスも乗る。そして、

山交バスの停留所がある。そういうロケーシ

ョンになっていて、これまで事故がなかった

のはよかったという内容かもしれませんが、

その辺も踏まえて、いろんな体制をつくって

いただきたいと思います。 

   なかなか所管のほうは、お金の問題が絡む

のでという内容がありますが、絞るところは

経費を絞ると、そして少しでもそこの絞った

経費の中から無償化に結びつけるような施策

にならないか考える。事業はただ継続だけで

は駄目だと思うのです。思い切って来年は半

額でいこうかと、その原資をどう積み出そう

という施策を、私は望みたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「池田子育て支援主幹」 

○池田恵子子育て支援主幹 無償化につきまして

は、子育て関係事業の中で利用料を頂いてい

るものとして、一時預かり事業のほか、ファ

ミリー・サポート・センターでの利用料など、
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あと病後児保育施設での利用料なども頂いて

いるところです。その辺もありますので、子

育て支援事業全体の中で考えていかなければ

ならないと思っているところです。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） 最後に町長、いかがで

すか。子育て、オールかほくで子育て支援、

思い切って他市町村より先頭を走るのだとい

う気持ちで、預かり保育無償化についてコメ

ントをお願いします。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 もう就任以来、今５年目に入ら

せていただいておりますけれども、河北町に

おける少子化、とりわけ出生者数の減少、非

常に危機感を持っています。 

   その中で、どういった切り口でこの事態に

町として対応していくかということについて

は、仕事、暮らし、そして住居、そして子育

て環境、教育も含めて、この５つ、いかに本

町にとっていい方向に持っていくのか、優先

順位をつけながらスピード感を持ってという

ことは、就任以来、私はその姿勢に立ってや

ってきているつもりであります。 

   高校生の医療無料化から、今年からの学校

給食費の完全無償化まで、財源にきちっとめ

どをつけながら、財源に盛り込みながら対応

してきているつもりであります。 

   今、保育施設での副食の無償化も含めて、

様々な負担軽減の課題あります。その中で、

この一時預かりについても、様々な子育て支

援の１つとして重要なポイントだということ

は、先ほどの答弁で申し上げたつもりです。

これからの子育てできる環境、時代の変遷に

従って、しっかり対応していくというのは同

感であります。 

   そういった意味で、今運営していただいて

いるＮＰＯ法人、そして利用者の方々、そし

て子育て世帯、様々なご意見、状況、しっか

り伺いながら、できるところから最善を尽く

して、スピード感を持って対応していきたい

というのが私の現在の立ち位置であり、今後

もその姿勢で対応してまいります。 

○丹野貞子議長 「12番吉田芳美議員」 

○12番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   ちなみに、10月30日までの出生数が39名程

度と伺いました。「程度」と言っては悪いです

が、第８次総合計画では120名となっているの

ですよね。あまりにも所管が出した目標に対

して現実が違い過ぎる。ですから、少子化と

いうのは、ずっとこうなっているわけですか

ら、その辺も踏まえた上で、やはり年度予算

というやつをしっかり組んで、手厚くすべき

ところにはそのお金を使うと。そういう姿勢

を私は望んで、一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で、12番吉田芳美議員の一

般質問を終わります。 

   ここで10時15分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時０２分 

     再 開  午前１０時１５分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、11番奥山英幸議員の一般質問を行い

ます。 

   「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） おはようございます。 

   質問通告書に準じて私から一般質問をさせ

ていただきます。 

   質問事項１の道の駅については、過去にも

同僚議員より質問されておりますが、改めて

お伺いをさせていただきたく、お願いいたし

ます。 

   道の駅河北は７月に再オープンを行い、９

月の定例会においては、改修改善の予算が議

決され、令和６年４月のリニューアルオープ

ンに向け、改修準備が着々と進んでいるかと
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思われます。そのような中、平成26年４月に

施行された河北町道の駅河北の設置及び管理

に関する条例の第２条に記されている、「町は、

住民福祉の増進及び本町観光事業の発展並び

に地域の活性化に寄与することを目的として、

河北町道の駅河北を設置する」とあるものの、

令和５年７月に再オープンし、今日までの運

営状況を見てみますと、私には住民福祉の増

進及び本町観光事業の発展並び地域活性化に

寄与しているとは判断できておりません。 

   また、令和６年４月にリニューアルオープ

ンしても、誰もが目を引くような特徴がなけ

れば、条例に記された目的を達成することは

できないのではないのでしょうか。 

   なお、国土交通省では、地方創生、観光を

加速する拠点への進化を推進しており、道の

駅については、第３ステージの実現に向けた

取組の推進を強化しておるところでございま

す。 

   第１ステージは、道の駅を国土交通省で創

設した平成５年に、通過する道路利用者の休

憩場所の提供として運用を設定。平成25年か

らは第２ステージとして、地域の創意工夫を

行い、道の駅自体が目的地としての運用と設

定、すなわち道の駅自体を観光の目的地とし

て運用することを設定しております。そして、

令和２年からは第３ステージとして、新しい

常識と称されるニューノーマル対応、いわゆ

るキャッシュレスや非接触、トイレの洋式化、

または防災機能の強化や子育て応援施設とし

ての地域センター化を推進しております。併

せて、地域活性化のビジョンを策定し、地域

全体の発展や利用者の視点を重視する運用を

推進しております。 

   その中において、我が町の道の駅は現在ど

のステージにあるのか分かりづらい状況かと

考えております。 

   一方、よいところでは、今年８月に道の駅

河北で一部の商品が話題となり、その商品を

購入するために行列ができた、２時間もあっ

たなどという実績も発生し、第２ステージに

近い状況なのかなということも考えられまし

た。しかし、その商品は季節的な影響もあっ

て、現在その商品販売を休止しておりまして、

やはり通年を通したアイデアが必要だと思い

ます。 

   そこで、２点質問させていただきます。 

   質問要旨１として、道の駅河北の設置及び

管理に関する条例第２条に明記されている

「住民福祉の増進及び本町観光事業の発展並

びに地域の活性化に寄与すること」を達成す

るための具体的な施策やアイデアについて伺

います。現段階であるのかないのか、あるの

であれば、どのような施策やアイデアを考え

ているのか伺います。 

   質問要旨２として、現在の運営状況の受け

止めと今後のビジョンを伺います。立地的に

も、最上川の近くに設置されておりますので、

第３ステージの防災機能強化の道の駅を目指

すことも必要ではないのか。現時点の運用状

況の受け止めと、今後の政治展開はどこを目

指すのかを伺います。 

   続きまして、質問事項２に移ります。 

   今年の夏はこれまでに経験のない暑さとな

り、いわゆる酷暑でありました。世界全体も

これまでにない暑さから、地球温暖化から地

球沸騰化と称されるような状況になっており、

現在も冬季間とは思えない高い気温の日もあ

ります。 

   来年以降も地球沸騰化と称される状況の中

で酷暑が予想されます。熱中症対策として、

中学校の屋内運動施設には、山形県の補助事

業を活用し、スポット式冷暖房の設備が導入

される予定となりました。 

   町内には、中学校の屋内運動施設のほかに

も小学校の体育館をはじめ、地域のセンター
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や町民体育館など屋内運動施設があり、様々

なスポーツ団体が日々利用しておりますが、

同時に避難施設としての側面があります。多

様な使用が見られる屋内運動施設ですが、先

ほど申し上げたとおり、避難施設でもあり、

一時的に住民の方が過ごす可能性がある施設

となります。中には設置されていないご家庭

もございますが、大体は冷暖房が設置されて

いるのが一般的で、日常生活では冷暖房の空

調設備は生活に欠かせないものと考えられま

す。そのような観点から、避難場所でもある

屋内運動施設には、冷暖房の空調設備が必要

かと考えます。 

   また、小中学校における屋内運動施設への

固定式冷暖房設備については、設置状況を２

年に一度文部科学省で調査されており、その

結果、全国的には年々増加傾向にあります。 

   山形県においては、令和４年度、唯一長井

市が小学校６校、中学校２校、全８校の体育

館に導入した固定式冷暖房設備が稼働してお

りますが、令和２年度に導入を決定、令和３

年度に工事を行い、現在に至っておるところ

でございます。多額の費用については、国の

補助事業である学校施設環境改善交付金を活

用、工事費全体の３分の１を交付金で賄い、

残り３分の２は地方債でありますが、市民か

ら大変高い評価を受けたとのことでした。 

   今後、我が町の小学校の数は、小学校あり

方検討委員会において検討されており流動的

ですが、避難場所として残っていくことが予

想されます。今後、各小学校をはじめ、屋内

運動施設への固定式空調設備の導入は必要で

はないでしょうか。あわせて、先ほど申し上

げたスポット式冷暖房設備が中学校へ３台導

入される予定とのことから、２点質問させて

いただきます。 

   質問要旨１として、山形県の補助金を活用

し、中学校へスポット式冷房設備が導入され

ますが、予想される課題と対策について伺い

ます。課題がある場合、どのような対応をさ

れるのか。また、熱中症にならないような対

応は、スポット式空調設備を用いて可能なの

かをお伺いいたします。 

   質問要旨２として、各小中学校、各地域の

センター、町民体育館などの屋内運動施設は

避難場所に指定されていることから、冷暖房

の空調設備の導入が必要と考えます。そのこ

とについて現在の受け止めと今後の導入予定

について伺います。先ほど申し上げたとおり、

地球沸騰化と称され、今後も酷暑が予想され

る中、町内の屋内運動施設は避難場所として

の側面があること、また小学校への固定式空

調設備の導入が全国的に増加傾向にあり、長

井市の事例も加味し、町内全ての屋内運動施

設は難しいとしても、国の補助事業である学

校施設環境改善交付金を活用し、町内の各学

校体育館への空調設備の導入は、前向きに検

討しなければならないと、考えなければいけ

ないと私は判断しますが、導入について現在

の受け止めと今後の導入についてのお考えを

お伺いいたします。 

   以上、再質問を留保し、質問させていただ

きます。 

○丹野貞子議長 11番奥山英幸議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 11番奥山英幸議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、令和６年４月にリニューアルオー

プン予定の道の駅河北に係る今後の運営方針

とビジョンについてお答え申し上げます。 

   まず１点目、道の駅河北の設置及び管理に

関する条例の第２条に明記されている「住民

福祉の増進及び本町観光事業の発展並びに地

域の活性化に寄与する」ことを達成するため

の具体的な施策やアイデアについて申し上げ
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ます。 

   道の駅河北につきましては、平成６年のオ

ープン以来、数社の町内事業者により管理運

営を行ってまいりましたが、今年度７月１日

から株式会社河北町べに花の里振興公社が管

理運営業務委託を開始し、８月11日からは３

階の食堂をオープンし、現在は全面的な管理

運営を行っていただいているところでありま

す。 

   施設の活用については、立地を生かした町

のランドマーク施設として、１階は河北の情

報発信のためのインフォメーションフロアと

して町の観光・イベント等の情報発信や物産

の販売、ファストフードの提供などを行って

おります。２階は河北のヒト、モノ、コトの

魅力発信のためのフリーフロアやフリースペ

ースとして、誰でも気軽に利用できる集いの

場を提供することとしております。３階は、

最上川と河北の四季の景色を愛でながらの食

堂として活用されております。 

   ご質問の、「住民福祉の増進及び本町観光事

業の発展並びに地域の活性化に寄与する」こ

とを達成するための具体的な施策やアイデア

という点でございますが、現在、冷たい肉そ

ばやスリッパなど地域特産品の販売、地元食

材などを使用したかき氷の提供、本格つぼ焼

きの焼き芋販売、キャンプやバーベキューな

どのまきや炭の販売、全国的にも珍しい河北

町ならではのスリッパ卓球の体験、町の名物

の肉中華やソースかつ丼の提供、また西村山

地域の道の駅で構成する山形どまんなか道の

駅連絡会が開催しております「５麵バトル」

への参加や冬のイルミネーションなどを行っ

ております。 

   また、道の駅の運営支援として、イベント

の企画開催、町内の観光案内や情報発信、特

産品のＰＲ活動を行っていただくため、２名

の地域おこし協力隊員を現在募集していると

ころでございます。 

   こうしたことにより、今後さらに地元や観

光客の方々に地域の伝統や文化、地元の味や

食文化を知るきっかけとなり、町の魅力発信、

地元産品の消費促進につながり、住民福祉の

増進及び観光事業の発展、地域の活性化に寄

与していくものと考えております。そこを目

指していきたいと考えております。 

   ２点目の、現在の運営状況の受け止めと今

後のビジョンについて申し上げます。 

   現在、先ほど申し上げましたけれども、７

月１日から株式会社河北町べに花の里振興公

社が運営を開始し、入館者数の増加や行列が

できる人気商品のふわふわかき氷の販売、本

格つぼ焼きの焼き芋販売、食堂においてもセ

ットメニューの販売、また新聞折込チラシの

実施など積極的に運営を行っていただいてお

り、物産販売のラインナップや食堂でのメニ

ューについて、まだまだ改善点もございます

が、今後に期待しているところであります。 

   また、防災機能強化の道の駅を目指すこと

も必要なのではないのかについてでございま

すが、河北町地域防災計画において、地震の

場合は、危険から避難してきた住民等が、危

険が去るまで、または指定避難所へ移動する

までの間、一時的に滞在するために利用する

指定緊急避難所として、道の駅河北の駐車場

が指定されております。ただし、災害が洪水

の場合は不適合とされているところであり、

道の駅施設としての防災機能強化については、

道の駅河北が国道287号における交通の要衝

にあり災害交通拠点と位置づけられているこ

とや、令和２年７月豪雨の災害時、谷地工業

団地内にある会社の車、社用車などの一時退

避場所となった経緯がございます。 

   一方で、人が避難するには水害リスクがあ

る立地であること等も考慮し、防災拠点整備

全体の中で検討すべき課題であると考えてお
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ります。 

   これからも、株式会社河北町べに花の里振

興公社と町が一体となり、道の駅河北が通過

型から目的地型として人気の高い道の駅とな

るよう、様々な視点から運営の工夫と改善を

進めていきたいと考えております。 

   次に、地球沸騰化と表現された今年の夏の

暑さに、来年以降も酷暑が予測される中での

小中学校の体育館をはじめとする屋内スポー

ツ施設への空調設備導入について申し上げま

す。 

   １点目の、山形県の補助金を活用し中学校

へスポット式冷房設備が導入されるが、予想

される課題と対策を伺うについて申し上げま

す。 

   可搬式冷房機器の導入につきましては、10

月臨時会でご可決をいただき、入札等の手続

きを経て２月には納入の予定であります。実

際の稼働は来年の夏からとなりますが、現時

点で予想される課題といたしましては、体育

館に２台を導入することとしていますが、ど

の程度クールダウンできるのか、また電気代

高騰による光熱水費への影響などが課題と捉

えているところであります。 

   暑い時期に活動を行う際は、冷房の効いた

空き教室等で活動するなど、状況を考慮して

活動していただきたいと思いますし、可搬式

冷房機器は、部活動など活動中のクールダウ

ンに用いるための冷房機器として想定してお

りますので、休憩を取り入れながら効果的に

活用していただきたいと考えております。 

   また、熱中症暑さ指数計を適切に使用し、

熱中症ガイドラインに沿った活動をお願いし

たいと考えております。 

   ２点目の、各小中学校、各地区センター、

町民体育館などの屋内運動施設は避難場所に

も指定されていることから、冷暖房の空調設

備導入が必要であると考えるが、現在の受け

止めと今後の導入予定について申し上げます。 

   空調設備の整備については、根本的な体育

館の構造も含めて、大規模な改修等が必要に

なってまいります。体育館等の各施設の長寿

命化や町内小学校の在り方についての検討と

併せ、避難所としての機能も十分考慮しなが

ら検討すべき課題であると考えております。 

   小学校体育館への空調設備等の導入につき

ましては、山形県市町村教育委員会協議会と

して、県教育庁に対し「令和６年度文教施策

と予算措置に関する要望」を提出したところ

であり、要望書には、中学校のみならず、小

学校においても授業や学校行事等で体育館を

使用することから、中学校と同様に可搬式冷

房機器導入支援の拡充を要望しております。 

   町民体育館においては、冷房設備はありま

せんが、暖房設備を設置しておりますので、

気温の低い冬期間に災害等が発生した場合は、

暖房を入れることで寒さをしのいでいただく

ことができます。冷房設備でございますが、

これから中学校に導入される可搬式冷房機器

の効果を検証しながら導入について検討して

まいりたいと考えております。 

   また、西里農村環境改善センター、溝延研

修センター、北谷地構造改善センターの各地

区センターにつきましては、それぞれの和室

や会議室等にエアコンを整備しております。

暑さや寒さの厳しい時期は、エアコンを設置

している部屋を使っていただくことが可能と

なっております。今年の夏の猛暑により、熱

中症予防のため８月25日から９月８日までの

間に各地区センターを涼み所として開放いた

しましたが、その際はエアコンを設置した和

室等をご利用いただきました。 

   なお、各地区センターの多目的ホールには

冷暖房設備はありませんが、冬期間に避難所

を開設する場合は、備付けのブルーヒーター

で対応し、冷房設備については、町民体育館
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と同様に、先に導入される可搬式冷房機器の

効果などを検証しながら導入について検討し

てまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ご答弁ありがとうござ

います。 

   道の駅については、平成５年に国土交通省

の管轄で創設され、今年30周年という中で、

全国的には1,200か所を超える施設がありま

して、市場規模3,000億円と言われております。 

   そんな中、道の駅河北については、山形県

内で２番目に設置された、非常に道の駅の中

でも歴史があるものではないかと考えており

ます。 

   そんな中、いろいろあって、今回７月１日

に再オープンされた中ですが、先ほど答弁の

中にもありました。１階は河北の情報発信の

ためのインフォメーションフロアです。あと

は、観光情報の発信、物産販売、あとファス

トフードの提供、あと２階は河北町の魅力発

信、たしか町内施設の案内版とかあって、卓

球台も置かれて、自由に卓球経験ができるよ

うな形になっていると。３階については、ひ

なの湯でも展開されております湯楽亭の分家

としてレストランを展開、肉中華やソースカ

ツ丼、あとは天ぷらうどんですか、提供され

ているということで、私自身も何回かレスト

ランを利用して、実際ソースカツ丼や肉中華

を食べさせていただきました。また、１階で

提供され話題となったかき氷なども実際食べ

てみまして、値段は700円から1,000円という

ことでちょっと高めだったのですけれども、

どんなものかということで注文してみました

ら、非常に見栄えがよくて、ＳＮＳ上でかな

り話題となって、確かに味も大変おいしいと。

かき氷を求める人で長蛇の列ができたという

のは、納得したなという感じでした。 

   しかし、10月中旬頃、またお伺いしたとき

に、かき氷の販売は時期的に終了しています

ということで、では冬期間は何をする予定が

あるのか、どんなアイデアがあるのか、かき

氷に代わったものは何かあるのですかねとお

聞きしたら、先ほどの答弁の中にもありまし

た、つぼ焼きの焼き芋を提供する予定である。

しかし、なかなか難しいということもあって、

試行錯誤している段階であるというお話を伺

った次第でございます。ぜひ、夏はかき氷、

冬はつぼ焼きの焼き芋が名物になるよう願い

ますが、ただ残念に思うところがありまして、

やはりいろいろ魅力ある物、魅力ある話題や

物を提供する割には、利用する方が少ないな

と感じております。 

   私も先ほどお伝えしましたが、レストラン

を何回か利用しました。しかし、非常にお客

さんが少ない状況でありまして、平日の昼ど

きに利用したのですが、お客さんが私だけと

か、あと私のほかに一、二名とかという状況、

平日なので仕方がない部分もあるかなと思う

のですが、やはり利用するお客様としては、

おいしいものがあれば、土日だろうが、平日

だろうが、結構入って利用される方が多いの

ではないかと思っているところでございます。

そんな中、湯楽亭の収益は本当に大丈夫なの

か、プラスになっているのかということも心

配していたところでございます。 

   ちょうど伺ったときに、駐車場には車が結

構複数台止まっているのも見られまして、中

には人影が見えたので、建物に立ち寄る、要

はぶらっとぴあを利用するのではなくて、駐

車場の休憩に利用される方が複数なのではな

いかなと感じたところでございます。 

   運営支援の地域おこし協力隊の方を２名募

集中であるということでもありますので、採
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用されましたら、ぜひ積極的な河北町、特に

道の駅河北のＰＲに活躍いただきたいと願っ

ているところでございます。 

   また、現在道の駅は第３ステージの防災機

能強化ということで、国土交通省が推奨して

いることと、最上川の近くで設置されている

ということから、防災強化の観点から、先ほ

どお聞きした次第でございます。そこで、道

の駅について再度質問させていただきます。 

   再度お伝えしましたが、道の駅河北のぶら

っとぴあを利用される方が非常に少ないと感

じている中で、そのために観光事業の発展並

び地域の活性化につながっているとは、私は

判断できませんでした。 

   そこで、まず道の駅河北の駐車場に入られ

た方に、ぶらっとぴあに誘導するような施策

は考えておられるのか。もしくは、例えば店

頭の店先で販売するとか、またかき氷が好き

な人は冬でも食するということも見られます

ので、通年販売を行うとか、何か楽しいこと、

わくわくすることが外側から見えないと、建

物の中に入ろうとは思わないと思いますが、

どのようにお考えでしょうか、お聞かせいた

だければと思います。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 11番奥山議員の再質問

にお答えいたします。 

   先ほど来、議員からご紹介ございましたよ

うに、道の駅河北につきましてはべに花の里

振興公社で７月１日から運営を行っていただ

いております。 

   ご質問にございましたように、ふわふわか

き氷、行列もできるということで、また冬に

は、全国で今話題になっておりますが、つぼ

焼きの焼き芋の提供を行っているところでご

ざいます。 

   ご質問にございますように、道の駅の中に

誘導する手だては考えているのかということ

でありますが、現在のぼり等を設置しまして、

食堂、そしてあと物販ですね、そういったと

ころを紹介しておりますが、まだまだ足りな

いのかなと思っておるところであります。そ

の辺につきましては、現在運営しております

べに花の里振興公社と今後協議して進めてま

いりたいと思っております。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   例えば道の駅米沢は、土日に、この前もお

伺いしたときに何かコンサートみたいな、楽

器を弾ける方をお呼びして、ずっと弾いてい

るのです。みんな周りに集まって見ている。

あと、米沢の特徴あるものを前面に押し出し

て、観光客を誘致するというのがすごく見え

て、そういったものが理想ではないかと思い

ます。 

   私としては今のまま、執行部の方が本当に

ご努力されて、リニューアルオープンに向け

て対応するということの意気込みはすごい感

じておりますが、まだ半年もたっていない中

で、すぐ結果を出せというわけにもいきませ

んが、やはり道の駅河北はこれだというもの、

毎週行ったら楽しいことやっているねと思わ

せるようなことがなければ、もしかしたらな

かなか人が集まらない、収益も出せないよう

な状況に陥らないかということで、すごく心

配しておるところでございます。 

   その中で、先ほども申し上げたとおり、せ

っかくかき氷が話題になっているし、好きな

人は本当に冬でも食べるということもありま

すので、まずそういうところを考えていただ

ければと思います。 

   また、先ほど答弁の中でもありました、道

の駅自体が通過型でなく目的型ということで、

以前、たしか通過型を目指すというお話を町

長からお聞きした記憶がございます。目的地

型にすることによって収益が上がると考えて
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おりますが、目的地型を利用されることが、

本町の観光事業の発展なり、地域活性化につ

ながると考えますが、その辺りのお考えは町

長いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   通過型、目的地型と２つのパターンがござ

いますけれども、現在構想しているといいま

すか、目的地型、いわゆる滞在していただく

ということでは、道の駅だけに滞在すること

ではなく、紅花資料館に来ていただいて、現

在話は進めているのですが、インバウンドで、

３階のフードフロアで食事を提供するという

ようなことで、現在、海外のエージェントと

商談中でございます。指定管理がまだ定まっ

ていないような状況ではございますが、今後

を見据えた形で、町と指定管理者で協力して

いただいて、インバウンドの対応も含めた検

討、協議を今後進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 道の駅を利用して、紅

花資料館など河北町の観光施設を巡る、また

インバウンドということで海外のエージェン

トと打合せをされているということで、ぜひ

町外の方を含め、県外、もしくは海外の方も

来て楽しくなるような施設を目指していただ

ければと本当に思っております。 

   答弁の中にありましたけれども、様々な視

点から工夫と改善を進めるとありました。ま

ずは、どのような改善に取り組もうとしてい

るのか、その辺りもちょっとお伺いしたいと

思います。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   改善といいますか、今現在修繕を行ってお

りますけれども、まず玄関の入り口を自動ド

アに改修する準備を今現在、工事は発注して

おりますので、しております。あと、玄関口

のアプローチ、それからタイル等、非常に崩

れたりとか、見栄えが悪くなっておりますの

で、そうしたところの修繕、それから天井の

塗装に若干汚れの目立つところがございます

ので、そちらの塗装、あとはフード関係のガ

ラリが傷んでいるということもございますの

で、そうしたところの修繕を行っております。

もう既にＷｉ－Ｆｉの設置もいたしたところ

でございます。以上です。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   一応工事の観点で改善ということです。ち

なみに、事業として今後こうしていくとか、

こういうことをやっていくとかというソフト

面的なもののアイデア、改善点は何かござい

ますでしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 今定例会にも指定管理

の指定ということで議案を上程させていただ

いておりますが、べに花の里振興公社で現在

運営しております。改善ということにはなら

ないかと思いますが、現状で今運営を行って

いるところでございますので、今後指定を受

けた上で基本協定を結んでいくわけでござい

ますので、そちらで町と協議を進めてまいり

たいと考えております。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 道の駅河北について、

最後に１点お聞きしたいと思います。べに花

の里振興公社が委託運営するということで、

代表取締役が河内副町長になっているかと思

います。今後の道の駅運営についての意気込

みなんかをお聞かせいただければと思います。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 ご質問ありがとうございます。 

   11番議員のご質問で、道の駅の位置づけと

いう、第１ステージ、第２ステージ、第３ス
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テージということで、分かりやすくご質問し

ていただいたところでございますが、議員お

っしゃるように第３ステージに入っておりま

して、先日山形市の南側、上山市の近いとこ

ろに山形市の道の駅が完成いたしました。こ

れは第３ステージの機能を備えた道の駅とい

うことで、災害時の避難施設として活用でき

るというものになっております。 

   また、その前の第２ステージもありますが、

質問にもありましたけれども、県内で２番目

に指定を受けて設置された道の駅でございま

すので、第１ステージに合致する道の駅でご

ざいまして、なかなか第２ステージ、第３ス

テージに求められているような機能というも

のは、物理的に難しい面がございます。ただ、

町の玄関口に立地しておりますので、町内の

飲食店などにも誘導できるような機能、ある

いは町の資源といったものをご紹介できるよ

うなショーケース的な役割も果たしてもらう

ことが求められているということを踏まえま

して、現在振興公社でいろんなアイデアを皆

さん方からもいただきまして、取り組んでい

るところでございます。 

   また、河川敷におきまして、近年多くの方

がバーベキュー等、あるいはキャンプ等をな

されているというようなことも踏まえまして、

そちらのお客様にも利用していただけるよう

にということで、第１ステージに想定してい

なかった利用の仕方も考えまして、あるいは、

行列ができるような品物を販売するといった

工夫を凝らして、町からのいわゆる指定管理

料が多額に膨らむようなことがないよう、町

民の負担にならないように、さらには町民の

福祉向上につながるような経済的効果も発揮

できるような工夫を凝らしていきたいと考え

ております。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   確かに道の駅河北は大変制限があって、駐

車場は県のものだとか、トイレも県で、建物

もなかなか老朽化して、執行部の課長より説

明があったとき、ハード的な改善を行って使

いやすくするということもあって、ぜひ皆さ

んが逆に期待できるような道の駅を目指して、

先ほど副町長からもご答弁あったとおり、河

北町の玄関口、町長も言われていますが、河

北町の玄関口でございますので、その玄関口

ににぎわいがないとちょっと寂しいし、町と

して目指すものが違うのではないかというこ

とになってくると思いますので、ぜひにぎわ

いですね、河北町に人が寄るようなことを、

ぜひやっていただければと思います。 

   続きまして、屋内スポーツ施設への空調設

備導入についての再質問をさせていただきま

す。 

   山形県の補助金を活用し、中学校へスポッ

ト式冷暖房設備の課題と対策についてですが、

私自身も課題はスポット式なので、一体どの

程度人数がクールダウンできるのか導入しな

いと分からない部分があると考えており、空

調設備の近辺で数人しかクールダウンできな

いではないかと考えております。そのことか

ら、熱中症を予防する上でも、ぜひ熱中症ガ

イドラインに沿った対応を行っていただきた

いと願っております。 

   また、町内各小中学校、各地区センター、

町民体育館の空調設備導入についても、そも

そも避難所の指定がされている建物ですので、

万が一の災害時は体育館を大勢の方が利用す

ることが予想されます。町民体育館について

は、暖房設備が備わっているのは十分承知し

ております。 

   毎年今の時期にスポーツ事業を、私が所属

してる法人で企画開催、競技に参加するチー

ム、また小学校の大会なんで、当然保護者の

方が入館されて、県内各地から約2,500人ほど



 - 48 - 

利用しております。この時期の体育館での事

業で、暖房は非常に好評で、やはりほかの自

治体にない特徴でありますし、大変高評価を

得ているという状況であります。 

   また、県外の自治体の体育館でありますが、

７月に私が伺って、場所はちょっと言えない

のですが、固定式の業務用の冷暖房空調設備

が備わっている体育館を利用させていただき

ました。非常に涼しくて、７月にもかかわら

ず、本当に熱中症に縁がない、過ごしやすい

施設だなと体感してまいりました。 

   そのことからも、多くの人が利用する屋内

スポーツ施設には、部分的な空調の効果が得

られるものではなくて、施設全体を調整でき

る空調設備は必要かと思います。そこで、再

質問させていただきます。 

   答弁の中で、県教育長に対して、小学校で

も可搬式冷房機器の導入の支援拡大の要望を

行ったというご答弁がありました。私として

は、可搬式は一部分のエリアのみの効果しか

ないと先ほど申し上げたとおりなんですけれ

ども、そもそも熱中症にかからないことが大

事なのではないかと思います。施設全体の空

調をコントロールできるものを、文部科学省

で設定している学校施設環境改善交付金を活

用して、前向きに、固定式の業務用の空調設

備の導入が必要だと考えております。また、

先ほども申し上げたとおり、長井市の事例で

も、大変市民の方から高評価を得たというこ

ともありまして、例えば体育館などに冷暖房

設備を導入するということになっても、町民

の方からは支持されるのではないかと考えて

おります。 

   可搬式の冷暖房機導入の検討ではなくて、

固定式の業務用空調設備を、ぜひ前向きに、

先ほど答弁の中にもありました、施設の長寿

命化に合わせて導入検討いただきたいのです

が、その辺りを改めて伺いたいと思います。 

○丹野貞子議長 「秋葉学校教育課長」 

○秋葉弘昭学校教育課長 先ほどの町長答弁にも

ありましたように、今の施設、体育館だった

り、小学校、中学校に空調設備を導入すると

いうことでは、設備的に耐えられないといい

ますか、今導入するにしても十分な機能を果

たさない状況にあります。 

   今後、小学校の在り方等についても、ある

いは施設についても、全ての施設の年数がた

っている中で、いわゆる建て替えなのか、改

修改善といったところでの状況になったとき

に、空調設備の導入についても考える必要が

あるのかなという考えではございます。 

   スポットクーラーについては、本当に一時

しのぎといいますか、部分的なことでありま

すので、五、六メートル四方の中で十数人、

20人程度の人が一時的にクールダウンできる

という対応ではございますけれども、議員お

っしゃるとおり、全体的な空調設備の導入と

いうのは必要かと思いますが、今後の施設の

整備に合わせて考える必要があるのかなと考

えております。 

   今ご紹介にありました、国の補助を使って

ということで、２分の１の補助、あるいは３

分の１の補助ということで、学校施設の改修、

新築、いろんな用途によって補助率も違うわ

けですけれども、施設の整備計画をつくって

いることが条件で、国庫補助を使えるという

ことにもなりますので、今後そういった計画

を立てながら、いかに各施設に必要なものに

ついて検討していきたいなというところでご

ざいます。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   やはり老朽化という問題も出てきておるの

で、すぐすぐ導入することが非常に難しいと

いうことは私も重々承知しております。小中

学校の空調施設の導入率として、県内では長
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井市が100％で、それ以外のところはほとんど

ゼロという状況の中で、今年もちょっと米沢

市で痛ましい事故があって、非常に熱中症と

いうのは大変な問題になってきている、人命

に関わる問題だということになってきており

ます。私の子供の頃は、そういう感じでは全

然なかったのですけれども、非常に今は環境

が変わっていて、先ほども申し上げたとおり

酷暑、本当に地球沸騰化という状況に陥って

いると。 

   そんな中で、来年はどうなのかというと、

やはり温度が下がる、気温が下がるというの

は本当に予測しづらい、今年と同じような形

ではないか、今年以上ではないかという予測

はされます。 

   そんな中、各自治体の取組として、建物を

冷やすというものは本当に必要かと思います。

そんな中で、長井市は先進で導入したという

ことで、国の補助金を活用して導入したとい

う事例があります。 

   また、先ほども申し上げたとおり、避難施

設ですので、非常に多くの人が過ごす場所で

ありますので、ぜひ冷暖房の設備は必要かと

思います。 

   可搬式クーラーの導入については理解いた

しました。ちなみに、可搬式クーラーについ

て来年４月から導入されるということなので

すが、この利用についてはその施設を利用す

る方は自由に使っていいということでの判断

でよろしかったですか。 

○丹野貞子議長 「秋葉学校教育課長」 

○秋葉弘昭学校教育課長 この10月の臨時会でご

可決いただいて、入札等を経て、２月には遅

くても導入する予定でおります。実際、利用

するのは暑くなるといいますか、来年度夏に

なるかとは思いますが、体育館に２台、あと

柔剣道場に１台を今想定しております。可搬

式ということで移動可能ですので、確かに重

さは100キロ近くというか、ありますので、移

動可能なところで利用することは、中学生の

みならず、体育館等を利用したときには、利

用できるような状況の中で利用していただき

たいと考えます。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   最後にお聞きします。防災の観点からいか

がですか、その導入については、防災の観点

からです。避難場所の機能として必要と思い

ますが、今のお考えをお聞かせください。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 防災の観点からと

いうことでございますが、防災・減災を語る

際に、正直申し上げまして、人の命とか財産

を守るという部分において、予算のことを口

にするのはなかなか厳しいのですけれども、

現実問題として施設を、特に同じタイミング

で全部空調化するということには、大分資金

的に厳しいのがあるかと思いますので、その

辺りも含めた検討が必要なのかなと思ってい

ます。 

   避難所生活も、もちろん避難された方々が

かえって避難したら体調が悪くなったという

ことは、あってはならないことではあります

けれども、年間の中で避難される日数という

のは何日からなんだろうかとか、そういった

こともいろいろ多方面から考慮した中で検討

してかなければいけないかなと考えて、ない

よりはあったほうがいいとは思いますけれど

も、いろんな課題があるかと思っています。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   私もないよりあったほうがいいという感覚

ではあったのですけれども、やはり米沢の事

故とか、気温を考えると必須のものになって

いくのではないかと。要は、ないよりあった

ほうがいいよりも、あるべきだという考え方



 - 50 - 

に移行するべきではないかと考えております。 

   先ほど申し上げた長井市の場合も、令和２

年度に市の中で考えて導入したと、もう３年

前です。今の問題に発展する前に導入したと

いうことがありまして先の見通しを考えたす

ばらしい導入事例かなと考えておりますので、

ぜひ河北町もそういった先進事例をつくって、

非常によいものだということで認識されるよ

うな形で導入の検討をお願いできればとお願

いしまして、私の一般質問とさせていただき

ます。どうもありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で11番奥山英幸議員の一般

質問を終わります。 

   ここで11時15分まで休憩します。 

     休 憩  午前１１時０５分 

     再 開  午前１１時１６分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開いたします。 

   次に、６番増川憲一議員の一般質問を行い

ます。 

   「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） ６番増川憲一、12月定

例議会一般質問を行います。 

   質問事項１、次代につなぐ農業政策につい

て伺います。 

   河北町の農業は、最上川と寒河江川、葉山

に囲まれた肥沃で平たんな恵まれた地形の中

で、水稲を主に、サクランボなどの果樹、野

菜、花卉などの多品目で良質な農産物を提供

し、発展してきました。 

   しかし、現在の農業分野においては、農業

者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の拡大、

近年の燃料、資材高騰に伴う農作物価格への

影響、野生鳥獣被害、自然災害の増加など、

河北町の農業を維持し発展していく上で、深

刻な課題に直面しています。 

   第８次河北町総合計画の中でも、農業の現

状と課題、基本施策、数値目標が示されてい

ますが、中間年度の令和７年度目標は達成で

きるのでしょうか。 

   耕作放棄地については、サクランボ畑が目

立つようになりました。70歳を過ぎて、雨よ

けハウスに上がるのも危ない。息子も会社勤

めだから、サクランボはやめるから、誰か作

る人いないかという声が聞かれます。また、

耕作放棄地になり、雨よけハウスにつる草な

どが生い茂り、荒廃して周囲の園地に病害虫、

鳥獣被害が出て迷惑している農家がいます。 

   そこで、質問要旨１、農業者の高齢化や担

い手不足が耕作放棄地の増加の一因と考えま

すが、耕作放棄地の解消と発生防止の取組に

ついてお伺いします。 

   質問要旨２、耕作放棄地を放置し、荒廃農

地となり、周囲の農園に病害虫や鳥獣被害が

発生している状況が見受けられますが、荒廃

農地被害対策の取組についてお伺いします。 

   また、水田活用の直接交付金の交付対象水

田の見直しにより、５年間に一度も水張りが

行われない農地は交付対象としない５年水張

りルールが示されました。大豆、野菜、ソバ

を転作固定化している水田は、長年の減反政

策に協力し、水の供給を止めていた転作農地

が多く、用排水路の整備が必要です。農家に

とっては大問題です。 

   そこで、質問要旨３、直接支払交付金の見

直しにより、５年間に一度も水張りが行われ

ていない農地は交付対象としない、水田活用

の５年水張りルールについて、町の考えをお

伺いします。 

   再質問を留保し、一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ６番増川憲一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ６番増川憲一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   次代につなぐ農業政策についてお答えしま

す。 
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   まず１点目、農業者の高齢化や担い手不足

が耕作放棄地の増加の一因と考えるが、耕作

放棄地の解消と発生防止の取組について申し

上げます。 

   耕作放棄地の状況でございますが、令和２

年度は9.4ヘクタール、令和３年度は10ヘクタ

ール、令和４年度は15.5ヘクタールと年々増

えている状況にございます。 

   農林業センサスの結果から、農家戸数につ

きましては、平成27年で1,119戸から令和２年

では1,098戸、農家人口につきましては、平成

27年で2,763人から令和２年では2,397人とい

ずれも減少しております。また、農業者の平

均年齢でございますが、平成27年で68.8歳、

これが令和２年では69.9歳ということで１歳

上昇しております。 

   耕作が放棄された農地の確認ということで

は、農業委員と農地最適化推進委員で農地パ

トロールを毎年８月から９月にかけて実施し

ております。農地パトロール後は、所有者へ

の意向調査を行い、適正管理を行うとともに、

農地を貸し出すよう促しておりますが、所有

者が高齢化により農業をやめられたり、他市

町村やほかの県に在住されている非農家の方

が多く、また担い手の不足により、なかなか

引受け手を見つけることも困難になってきて

おり、耕作放棄地の解消が進まないのが実態

でございます。 

   こうした荒廃農地を引き受けて再生し、耕

作する地域の担い手や新規就農者等に対し、

町と県で事業費の２分の１を補助する河北町

リフレッシュ＆アクション事業費補助金を設

けております。令和３年度は２件11アール、

令和４年度は１件6.6アール、そして今年度は

４件、合計51.19アール実施されております。 

   今後もこうした農地の再生活動を支援して

いくとともに、10年後の地域農業の在り方を

描く地域計画の策定段階で、地域の方々と話

合いを予定しておりますが、その中で荒廃し

た農地を含めてどのようにしていくのか話し

合ってまいりたいと考えております。 

   ２点目の、耕作放棄地を放置し荒廃農地と

なり、周囲の農園に病害虫や鳥獣被害が発生

している状況が見受けられるが、荒廃農地被

害対策の取組について申し上げます。 

   耕作が放棄された農地、特に樹園地につき

ましては、水田に比べて引受け手が見つかり

にくいのが現状でございます。放置される年

数が経つにつれ、病害虫の発生、鳥獣のすみ

かとなり、周辺農地に被害を及ぼすものも出

てきております。 

   樹園地の耕作をやめるときに農業委員会へ

相談があった場合には、管理がなされている

うちに引き受けてもらうため、地域の農業委

員、農地最適化推進委員にも情報提供をお願

いしたり、さがえ西村山農業協同組合や地域

の調整会議等で呼びかけを行なっております。

それでも引受け手が見つからなかった場合は、

樹木の伐採や適正な消毒により病害虫が発生

しないよう管理をお願いしております。ただ、

耕作をやめてしまっていたり、突然耕作者が

お亡くなりになり、後継者もいないなどの農

地では、荒れた状態のままになっている樹園

地も増えてきております。 

   荒廃農地被害対策の取組としては、農地の

所有者へ適正管理を促すことが基本ではござ

いますが、農地の所有者への意向調査の結果、

耕作できない場合は引受け手を探し、農地を

引き受けて再生し、耕作する地域の担い手や

新規就農者等に対して、河北町リフレッシュ

＆アクション事業費補助金により支援してま

いります。 

   ３点目の、直接支払交付金の見直しにより、

５年間に一度も水張りが行われていない農地

は交付対象としない、水田活用の５年水張り

ルールについて申し上げます。 
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   水田活用の直接支払交付金は、主食用米の

需給バランスの維持や農地の基盤強化、戦略

作物の増産などに対する支援の制度であり、

交付対象となるのは水田であり、その水田に

畦畔等の湛水設備を有しない農地と用水路等

の所要の用水を供給している設備を有しない

農地等の要件に、令和４年から令和８年の５

年間に一度も水張りが行われない、基本的に

は水稲作付が行われない農地は、令和９年度

以降、交付対象水田としないと示されました。

そして、その例外的事例として、災害復旧や

基盤整備等の特殊な事例のほか、水稲を作付

けしなくても水張りを行ったとみなす要件と

して、湛水管理を１か月以上行うこと、そし

てそのことが連作障害によって収量低下が発

生していないことが要件となっております。 

   それに伴い、高収益作物の作付や畑作物と

して大豆やソバなど転換作物の作付が固定化

している場合は畑地化促進事業を活用し、そ

のまま畑地化を、水田機能を維持しながら転

換作物を輪作している場合は、ブロックロー

テーション体系の構築を行うのいずれかの方

法を選択することになります。通常の転作を

続ければ、今後５年水張りルールによっては、

転作面積としてカウントはされますが、最短

で令和９年からは水田活用直接支払交付金の

交付対象からは外れることになります。継続

して交付金の対象となるためには、飼料用米

や加工用米の作付、ブロックローテーション

の実施をする。あるいは、短期間の水張りを

実施し、収量低下にならないようにすること

が必要です。したがいまして、転作している

農業者の皆さんには、水稲を作付けして交付

金を受け取るか、畑地化支援事業を活用して

畑地化にするか、経営判断を求められること

になります。 

   水田活用の直接支払交付金の見直しについ

ては、町の農業再生協議会を通して農業者の

皆さんに周知しているところであります。今

後も周知徹底を図り、経営判断の参考となる

情報や資料を提供してまいりたいと考えてお

ります。 

   また、制度の見直しにより交付対象外とな

ると収入が減少し農業経営の痛手となります

が、農業者の生産意欲が減退しないよう関係

機関と連携し、水田活用の直接支払交付金制

度の円滑な実施について支援してまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

   １点目の耕作放棄地の解消と、発生防止に

ついてなんですけれども、農業委員会と、農

業委員の方と、農地最適化推進員の方でパト

ロール、毎年暑い時期、８月から９月にかけ

て、その後、パトロールの後は所有者への意

向調査と、この人たちも農家子弟の人であっ

て、自分の仕事の合間を縫って、町のために、

また農地のために協力していただいて、本当

にありがとうございます。 

   この結果というのは、もう今の段階で出て

いるのですか、お伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 今、

取りまとめ中でございますけれども、毎年成

果に関する説明書に記載させていただいてる

ところでございます。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 決算の成果に記載がな

されるということで、令和４年度は15.5ヘク

タールということで、この令和３年度から令

和４年度ということで年々増えているという

ことですが、今年度行われた集計結果は、集

計中ということで、まだ結果は出ていないと
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いうことでよろしかったでしょうか。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 今、

ちょっと手元に今年度分の取りまとまった数

字がございませんので、ちょっと分からない

ということです。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） では、河北町リフレッ

シュ＆アクション事業費補助金を設けており

ますというのに対してなのですけれども、こ

れは、事業として５年間とか、最大で200万円

までということで、これを使う人というのは、

専業農家の方にほとんど限られると思うので

すが、高齢化が進んでおり、また高齢化によ

って、70歳が今のところ平均年齢ということ

になってはおりますが、担い手をつくるとい

う上では、高齢化になっていて、その息子さ

ん、会社に勤めている人が多いかと思います。

兼業農家をしている方が多いと思うのですが、

そういう人たちへのこういった事業補助金、

支援というのは、町では全くないような状況

なのでしょうか。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 お

答え申し上げます。 

   農地リフレッシュ＆アクション事業につき

ましては、あくまでも規模を拡大していきた

いと思われる担い手、あるいは認定農業者、

こういった方を対象としております。今議員

おっしゃられたように、おうちの農家、農業

をそのまま引き継いでいられる方については、

その人が担い手となれば、特段なるわけです

けれども、そうでなければ、この事業の対象

等にはならないということでございます。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 今のままでいきますと、

農家の担い手、また後を継ぐという人はどん

どんいなくなって、耕作放棄地が増える。増

えるというのは、もう分かっているようなこ

となのですが、やはりそういった兼業農家、

会社に勤めながら農家をしている人が、もし

かしたら専業農家になるかもしれない。そう

いった方の年代、40過ぎ、50歳ぐらい、私ぐ

らいの年齢までつながるような助成金という

か、事業補助金というのは、今のところ考え

はないということでよろしかったでしょうか。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 お

答え申し上げます。 

   どういったものが適当か、その人の農業の

形態によってかと思いますけれども、そこに

必要なものはある程度、個別の補助事業など

ではおつなぎできると。もちろん兼業農家の

方でも、サクランボのハウスの整備など、こ

ういったものも使えるものもございます。そ

ういったところでありますけれども、どうい

ったものが必要かというのは考えていくべき

と思います。 

   ただ、今の段階では新規就農、あるいは規

模を拡大していく農家に対する事業でござい

ますので、町としては、兼業農家から専業農

家へのつなぎというような明確な補助は、今

のところはないということでございます。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） この辺はもう少し町で

も考えていただいて、耕作放棄地、荒廃地の

減少につながるように取組をお願いしたいと

思います。私のほうでも提案できるものがで

きましたら、こういう場でまた申し上げたい

と思います。 

   次の、２点目の耕作放棄地の、放置し過ぎ

て、荒廃して、その荒廃した農地の周りで生

産してる農家の方に、病害虫や鳥獣被害が出

ているのが見受けられるところもあります。

そういったところは、樹園地というのは、水

田に比べて引受け手がいない。引受け手がい
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ないということは、果樹、あとは野菜もなの

ですけれども、水田、稲作は機械の大型化が

なされます。１人で刈り取って、誰かが収穫

した頃に、コンバインからトラックに分けて、

乾燥機まで持っていくという作業になれば、

２人でも１日作業できるわけなんですけれど

も、果樹については、どうしても収穫に必ず

四、五人。四、五人の収穫者がいれば、七、

八人の贈答用の詰める方、あと出荷用のパッ

クに詰める方が必要になってきます。そうい

う理由があって、果樹は普通の畑の作物、野

菜関係、花卉関係でも、なかなかされる方が

いないというのは分かるのですが、水田は農

協が窓口になっている団体がありまして、そ

こで何とか引き受けてもらえるのですけれど

も、果樹というのはどういった調整をして、

荒廃地にならないように、また迷惑かかった

ときにはどういう対処方法、どういう対応を

する、地域にだけ委ねるのか、この辺詳しい

ことをお願いします。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 基

本的には、窓口にご相談来られる方は、農業

委員とか推進員におつなぎして、周りにいな

いかとか、そういったことでお話しかけをさ

せていただくこともできます。ただ、これで

必ずしも引受け手が見つかるとは限らないと

思っております。 

   あとは、やはりどうしても機械化ならない

ところはおっしゃるとおりであります。どう

しても人手がかかるので、なかなかいない。

あとは、窓口に届出にならずに勝手にやめら

れているとか、そういうところは所有者が分

かれば指導していくというふうになります。

それで、管理をお願いすると。ただ、それで

もできない。先ほどもありましたけれども、

全然この場所にいないとか、そういった場合

も考えられます。そういったことが非常に

我々としても課題であります。 

   きちんとなさっている脇の畑が荒れており

まして、果樹につきましては非常に病害虫に

弱いものですから、幾らしてもというお困り

の声も聞いているところであります。 

   現在、地域計画策定中であります。町でも

全水田、畑に限らず、全部の耕作地について

アンケートを取らせていただいております。

その中での意向調査、今後どうしますかとい

うような聞き方をしています。それを地図に

落として、今度地域でこういう農地としてい

きましょうねという話合いをさせていただこ

うかと思います。やはり一筆一筆個別の対応

でなくて、ある程度地域で対応していく、こ

ういったところも必要かなと思っております

ので、そういった地域計画策定をする話合い

の場の中でも検討させていただければと思っ

ております。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） どうもありがとうござ

います。 

   果樹というのは、私もサクランボを作って

いるのですけれども、私の地区も、私の年代

でやめられる方が多くなってきて、その後ど

うするのかなという問題が出てくるのですが、

この間私もアンケートに書いたのですけれど

も、そのアンケートを基に、こっちの地区は

この人たちが守っていくんだよというきちっ

としたものが、アンケートによって、図られ

ることを願っていきたいと思います。 

   次の３点目についてですけれども、この５

年水張りルールというのは、令和に入ってか

ら問題になっていて、令和４年から令和８年

までの５年間のうちに減反していて、そこは

水田なわけなんで、その水田に畑作物を植え

て、それに対して補助金をもらっているよう

なものに対して、今度水田なんだから５年に

１回は水張りをして、水田とした使い方をし
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てくださいというものが、この５年水張りル

ールとなっている、簡単に言えばそんな感じ

の対策というか、国からのこういうものにし

ますよというので来ているのですが、これは

農家の方、ほとんど全国、水田で減反してい

る農家の方みんなが思って、町に対して、そ

して県に対して、そして国に対して、代議士

に対してという形で要望書、意見書などもい

っぱい出ていて、各地では農政局の方々が、

もう何十回、何百回と、各県では説明会を行

っておりますが、やっぱり農家の１人として、

納得できる施策ではないと思っております。 

   この中に特殊な事例とか、こうすればちょ

っとはよくなるかなという感じで、灌水管理

を１か月行うと、これも水張りしたとみなす

となりますが、１か月間水を入れるというこ

とは、その１か月前には水を張る準備をしな

ければならない。水を張って、１か月たって、

カウントされました。そこから、また畑作を

しましょうとなったら、乾かします。乾くの

にまた１か月かかります。そこから耕して、

植えつけて、また肥料をまいてといいますと、

ローテーション的にはちょっと不可能に近い

ような緩和策になるのかなと思っておるとこ

ろです。これは、もうどうにもならないもの

なのでしょうか。はっきりと聞きますが、お

答えをお願いします。 

○丹野貞子議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 こ

の制度につきましては、もう変わるものでは

ないと思っております。これでいくしかない

のだと思っております。我々のほうでも、再

生協議会を通じまして、５年に１回水田にし

てくださいと。加工用米でも飼料用米でも、

水稲を作付けしてください、これが基本です

よという話をさせていただいております。 

   ただ、その上でどうしてもならない場所と

いうのが出てくるはずだと思っています。

我々も見ていて、山手、山間部、あるいはど

うしても水路が行っていないような水田とい

うのが見受けられると考えています。そこは

別途協議していく必要があるなと思っていま

す。 

   今の制度上は、そのように水稲を植えられ

ない、田んぼにできないものについては、畑

地化支援事業がありますよと。来年度の予算

になりますけれども、来年度国では畑地化し

た場合、10アール、14万円という数字を出し

ております。その後も定着促進事業として５

年間、10アール、２万円ほどですか、５年間

出しますよと。ただ、その後はないわけです。

というところも十分農家の皆さんに周知させ

ていただきながら、やはり農業経営をしてい

く、判断をしていただくとなるのかなと考え

てございます。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） やっぱりこういう政策

をそのまま認めてしまうというか、それはそ

うならざるを得ないことなのですが、これは

最初に出た段階、こういうことをしますよと

いう段階で、どうにかして止めたかったなと

いうのが私の率直な意見であります。 

   こういうことをやっていれば、農家の経営

をうまくしようと思って今までやってきたの

に、これがあって、また減収になる。また新

たな考えを持って、畑地化して、経営判断を

して、また10年後元に戻るのかなという考え

の下、農家の人は多分頑張るかと思いますが、

この畑地化が期間限定で、何年かにはもうな

くなってしまう。畑地化支援事業がなくなっ

てしまうということはあるのですが、幾らか

でもこういう畑地化事業をそのまま継続して

いただけるような支援をお願いして、私の一

般質問、再質問を終わりたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で６番増川憲一議員の一般
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質問を終わります。 

   議長から申し上げます。 

   ここで昼食のため、午後１時まで休憩とし

ます。 

     休 憩  午前１１時４７分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、１番安達智勇議員の一般質問を行い

ます。 

   「１番安達智勇議員」 

○１番（安達智勇議員） 一般質問をさせていた

だきます。 

   高齢者の居場所づくり施策について伺いま

す。 

   全国的に少子高齢化が進む中、本町におい

ても高齢者人口の増加、または人口の高齢者

の占める割合の高さが顕著になっております。

高齢者の方々の中には、様々な理由から家の

外に出ることが困難な場合があり、孤立して

しまっている方も少なくありません。 

   令和３年３月に策定された河北町高齢者計

画・第８期介護保険事業計画では、生きがい

づくりと社会活動参加の促進という基本目標

の下に、高齢者の社会参加、生きがいづくり

の推進を掲げ、少しでも長く健康を維持し、

多くの人たちと共に生き、共に働き、共に協

力していける触れ合いのあるまちづくりを目

指すとしておりますが、本町の高齢者の孤立

防止の支援の現状についてお伺いします。 

   質問要旨１、現在、実施されている高齢者

の居場所づくり事業の種類と活動内容につい

て、また課題をどのように捉えているか伺い

ます。 

   質問要旨２、河北町高齢者福祉計画・第８

期介護保険事業計画を策定する際にアンケー

トを実施していますが、高齢者の居場所づく

り事業についての結果を踏まえ、より一層の

事業の周知を図るべきと考えますが、町の考

えを伺います。 

   質問要旨３、現在実施されている事業のほ

かに、新たな事業を実施することの必要性に

ついて、町の考えを伺います。 

   以上、よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 １番安達智勇議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 １番安達智勇議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、高齢者の居場所づくり施策につい

てお答えいたします。 

   まず、１点目でございます。現在実施して

いる高齢者の居場所づくり事業の種類と活動

内容について、またその課題をどのように捉

えているかについて申し上げます。 

   初めに、高齢者の孤立化につきまして、本

町の高齢者の現状を申し上げますと、65歳以

上の高齢者人口につきましては、今年４月１

日現在6,637人、そのうち独り暮らし高齢者は

761人、高齢夫婦のみの世帯は856世帯となっ

ております。10年前と比較いたしまして、独

り暮らしの高齢者は326名の増で約1.7倍、高

齢夫婦のみの世帯は297世帯の増で約1.5倍と

なっており、今後ますます増加することが予

想されます。 

   高齢者が様々な理由で家の外に出ることが

困難なことが、孤立化につながっていること

に関しましては、河北町高齢者福祉計画・第

９期介護保険事業計画策定のため、昨年にな

りますけれども、令和４年度に実施した日常

生活圏域ニーズ調査では、外出を控えている

と回答された方が、３年前の調査と比較して

14.4ポイント増加という結果が出ております。

この調査結果は、実施時期がコロナ禍であっ

たという影響もあるかと思いますが、長時間

家で過ごす高齢者が増加したことを示してお

ります。 
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   高齢者が独りで過ごす時間が長くなること

は、運動不足による筋力の低下や社会的な孤

立を招き、身体的、精神的な健康を損なうこ

とにつながります。そのため、高齢者が積極

的に活動し、周囲と交流を持つことは、日々

の生活を彩りのあるものにし、認知症や精神

疾患などの予防にもつながると考えられてお

ります。 

   このような中、本町では、介護予防・日常

生活支援総合事業の介護予防・生活支援サー

ビス事業の中の通所型サービスとして、介護

事業所による従来のデイサービスのほかに、

居場所や通いの場と言われております通所型

サービスＢを平成30年度より実施しておりま

す。ボランティアの方が主体となり、現在、

西里、溝延、谷地、北谷地の町内４か所で活

動が行われております。 

   活動内容は、体力維持を目的とした軽体操

をはじめ、塗り絵、英会話教室、昼食づくり

など各団体ごとに特色を生かした取組が行わ

れております。 

   参加は自由で、体調に合わせて活動ができ

るため、参加しやすく、多くの高齢者が生き

生きと活動し、仲間との交流を楽しんでいら

っしゃいます。 

   課題といたしましては、参加者の固定化が

挙げられており、活動内容や仲間との交流に

魅力を感じ、継続して参加してくださる方が

多く、参加された方のご紹介で新たに参加さ

れる方もいらっしゃいますが、事業について

ご存じない方がまだ多数いらっしゃると考え

ておりますので、さらなる周知に努める必要

があると考えております。 

   ２点目の、河北町高齢者福祉計画・第９期

介護保険事業計画を策定する際のアンケート

結果を踏まえての周知について申し上げます。 

   さきの日常生活圏域ニーズ調査では、現在

高齢者の居場所づくりが進められているが、

知っているかとの質問に対して、「はい」と回

答した方が33.7％、「いいえ」と回答した方が

55.5％いらっしゃいました。３年前と比較し

て、「いいえ」の回答が4.7ポイントの増加と

いう結果でございます。 

   先ほども申し上げましたとおり、町ではこ

の通所型サービスＢの事業を平成30年度から

取り組んでおりますが、ニーズ調査の結果は、

まだまだ事業への周知が進んでいないことを

表しており、周知の必要性について改めて認

識したところであります。 

   そのため、町民の方への周知を目的として、

各団体の活動内容を紹介するチラシを作成し、

11月に隣組回覧を実施いたしました。隣組回

覧実施後、町民の方からの問い合わせも複数

あり、実際の利用につながった事例もあった

と伺っております。 

   町では、今後も引き続き事業の周知を図り

ながら、高齢者が生きがいを持って自立した

生活ができるよう、事業を充実させていきた

いと考えております。 

   ３点目、現在実施されている事業のほかに、

新たな事業を実施することの必要性について

申し上げます。 

   現在、町では令和６年度から令和８年度を

計画期間とする第９期介護保険事業計画の策

定を進めております。町内の医療関係者、保

険関係者、福祉関係者ほか各団体を代表する

12名で組織する介護保険事業計画策定委員会

におきまして、通所型サービスＢも含めた介

護予防・日常生活支援総合事業についてもご

審議いただいている最中であります。 

   令和２年度から令和５年度までの現在の計

画期間での介護保険事業の実績や社会情勢、

今後の人口推計など、様々な要素を考慮し策

定を進めておりますが、その中で委員の方々

より、今後の町の高齢者福祉行政に対する多

くの貴重なご意見をいただいております。 
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   日常生活圏域ニーズ調査において、地域づ

くりへの参加意欲のある方の割合が52％とい

う結果が示されたことを受け、社会貢献をし

たいと考えている健康な高齢者が多く存在す

ることを改めて認識しているところでござい

ます。 

   高齢者の積極的な社会参加は、女性の活躍

推進とともに、就任以来掲げております３本

の基本の柱のうちの、互助、共助の住みよい

まちづくりに通ずるものと考えており、意欲

ある高齢者に活躍の機会を提供する方策が求

められることから、河北町社会福祉協議会や

河北町ボランティア連絡協議会など関係団体

とも連携しながら検討を重ねていきたいと考

えております。 

   このたび示された国の基本指針でも、現計

画において主題である医療・介護・予防・住

まい・生活支援を一体的に提供する地域包括

ケアシステムを引き継ぎ、さらなる深化・推

進による地域共生社会の実現を目指すことが

示されております。 

   本町といたしましても、この国の基本指針

に沿って、現在実施している事業等のさらな

る充実を図り、高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で自立した生活ができ、そして活躍で

きる社会を目指してまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「１番安達智勇議員」 

○１番（安達智勇議員） ご答弁ありがとうござ

いました。質問要旨２について再質問させて

いただきます。 

   隣組の回覧版で周知していただいたという

ことで、私も拝見させていただきました。そ

のような周知の仕方は今後も継続してやられ

るのでしょうか。もしくは、それ以外の周知

の方法を考えられているか、お答えお願いい

たします。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 今後の周知の方法、また

新たな周知について、別な形での周知につい

てということのお尋ねでありますが、先ほど

申し上げましたが、11月中に通いの場という

ことで町会の隣組回覧を回させていただきま

した。また、12月15日号には、今回広報かほ

くの中の記事になる予定なんですが、高齢者

福祉計画・第９期介護保険事業計画に関する

アンケート調査の結果について、概要版を載

せる予定で今のところ考えております。その

ほかに、各地区で今、居場所づくりの事業を

やられている方いるのですけれども、その事

業を行っている方独自に自分のところの紹介

をしたり、こういった教室を行っている的な

広報に載せている場合もございます。また、

一番居場所づくりということの認識を高める

という意味では、やはり利用されている方が

口コミといいますか、そちらからの広がりと

いうものが、一番最大の効果が期待できるの

かなと思います。必ずしも利用される方が独

り暮らしということでなければ、ＳＮＳ等の

効果も期待されるのですが、独り暮らしの場

合ですと、やっぱりそういった形であとは社

会、周りからのコミュニティーとのつながり、

そういったものが一番期待できるのではない

かと考えているところでございます。 

○丹野貞子議長 「１番安達智勇議員」 

○１番（安達智勇議員） ありがとうございます。 

   前回のアンケートで、高齢者の居場所づく

り事業を知らないというのが55.5％もあった

ということなので、こちらの周知をよろしく

お願いします。 

   とても丁寧にご答弁いただきましたので、

私の用意した再質問がほとんど回答になって

しまいましたので、一つ、これはちょっと質

問ではなくてお願いになるのですが、このよ
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うな事業は高齢者の皆さんを孤立させないた

めにも、とても大切な事業だと思います。で

すので、ぜひともこのような事業を継続して

いただいて、さらに拡大して実施していただ

きますようにお願いいたします。 

   以上で質問終わります。 

○丹野貞子議長 以上で１番安達智勇議員の一般

質問を終わります。 

   暫時休憩いたします。 

     休 憩  午後１時１５分 

     再 開  午後１時１８分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、７番木村章一議員の一般質問を行い

ます。 

   「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 一般質問を行います。 

   質問の１は、町独自の農業支援として、先

進諸国並み農業支援策を目指し、具体的には

農地10アール当たり１万円の補助を実施して、

河北町農業の活性化を支援し、結果として町

の人口を増加に転換させる取組についてであ

ります。 

   この10月20日に県の町村議長会主催の議員

研修会で、東京大学大学院の鈴木宣弘教授か

ら、日本農業の果たすべき役割と現在置かれ

ている状況について講演を聞かせていただく

機会がありました。鈴木宣弘教授は、テレビ

などマスコミにもたくさん出演して、農業の

活性化を訴えておられますが、日本の食料自

給率は決定的に低く、お金を出せば外国から

食料を買える時代は既に終焉し、不測の事態

に国民の命を守るのが国防ならば、地域農業

を守ることこそが安全保障であることを繰り

返し述べておられました。 

   日本は、米国などの危ない食料の最終処分

場にされていて、安全性の懸念が論文でも指

摘されているゲノム編集作物を、学校給食な

どを通じて日本の子供たちを実験台として浸

透させ、最終的にその利益は特許を持つ米国

のグローバル出資農薬企業に還元されている

とのことであります。 

   ＥＵでは、成長ホルモンを使った米国産の

牛肉を禁輸してオーストラリア産の牛肉にし

ているので、オーストラリア産の牛肉は大丈

夫かというと、オーストラリアは使い分けを

して、禁輸しているＥＵには成長ホルモンを

使わず、輸入規制がざる法の日本向けにはエ

ストロゲンをしっかり投与しているとのこと

であります。国内産の安全な食料で日本の子

供たちを守らなければならないと訴えておら

れました。 

   鈴木宣弘教授は、命を守り、環境を守り、

国土、国境を守っている農業を国民皆で支え

るのは、欧米では常識だが、それが常識でな

いのが日本でとても残念だと話されています。 

   農業生産額に対する国々の農業予算の比率

は、ドイツが61％、イギリスが63％、アメリ

カが75％に対し、日本は38％で低過ぎるので

あります。 

   鈴木宣弘教授は、食料安全保障推進法、仮

称ですけれども、それが緊急に必要であると

述べられています。その主な骨子として、食

料自給率を高め、輸入が途絶しても、国内生

産で国民に食料提供できる体制の確立、その

ために数兆円規模の農業振興予算を増額し、

食料安全保障を確立、基礎支払いとして、ふ

だんから農地10アール当たり、家畜単位当た

りの基礎支払いを行う。その上に、多面的機

能支払いなどを加算する。生産費上昇や価格

低下による赤字幅に応じた伸縮メカニズムを

組み込む。食料需給の最終調整弁は政府の役

割とし、下限価格を下回った場合には穀物や

乳製品の政府買入れが発動され、国内外の人

道的支援物資として活用される仕組みを整備

する。小中高での子供たちへの食と農の教育

を必修とすると提案しております。 
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   日本、そして河北町は食料安全保障、安全

な食料を国民に提供する、そして命を守り、

環境を守り、国土を守っている農業を国民、

そして町民みんなで支えるべきであります。 

   質問要旨の１は、町の人口を減少から増加

に転換させるため、少子化対策のさらなる充

実と併せて、町民所得の向上、豊かな暮らし

の環境が必要なことについて、町長の考えを

伺います。 

   質問要旨の２であります。米価の継続的な

引下げなど、農業の厳しい経済状況が、河北

町の農業人口が減り続けている主な原因の一

つであるとの認識はいかがでしょうか。 

   質問要旨の３は、国の政策による農業の立

て直しを切望しますが、町の基幹産業である

農業振興のため、町独自の政策として、先進

諸国並みの農業支援を目指し、生産活動が行

われる農地10アール当たり１万円の補助を行

い、農業の活性化支援で所得を向上させ、経

済活動からの人口増に取り組んではいかがで

しょうか。町長の答弁を求めます。 

   次は、質問の２であります。町内のアパー

トなどにお住まいで、住民登録をしていない

方々に住民登録を案内して、ほくほく応援券

の受け取りなど、行政サービスを受けられる

ようにするほか、町からの情報を受け取り、

町の事業に積極的に参加していただいてはど

うでしょうか。 

   質問要旨の１は、町内のアパートなどにお

住まいで住民登録をしていない方々に、それ

ぞれの事情に配慮しつつ、住民登録をして、

ほくほく応援金の受け取り、教育や福祉の施

策など行政サービスを受けられるように案内

してはどうでしょうか。 

   質問要旨の２であります。国勢調査などの

際に、町内のアパートなどにお住まいで住民

登録していない方々の状況について、町は把

握しているのでしょうか。 

   質問要旨の３として、移住定住や、関係人

口を増やして人口増につなげる取組に加えて、

既に町内のアパートなどにお住まいで住民登

録をしていない方々に住民登録をして、町か

らの行政情報を受け取り、町の事業に積極的

に参加していただいてはいかがでしょうか。 

   以上、町長の答弁を求めます。 

○丹野貞子議長 ７番木村章一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ７番木村章一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、町独自の農業支援として、先進諸

国並みを目指し、農地10アール当たり１万円

の補助を行い、農業の活性化を支援し、町の

人口を増加に転換させる取組ついてお答えい

たします。 

   まず、１点目の町の人口を減少から増加に

転換させるため、少子化対策のさらなる充実

と併せ、町民所得の向上、豊かな暮らしの環

境が必要なことについての考えはどうか、こ

の点について申し上げます。 

   町では、本町における人口減少の現状分析

を目的に、河北町人口ビジョンを策定すると

ともに、当該ビジョンを踏まえた第２期河北

町総合戦略に沿って、各種施策に取り組んで

いるところであります。 

   この総合戦略では、４つの基本目標を定め、

それぞれ数値目標や取組の方向性、具体的な

施策、それらの進捗を評価検証するための重

要業績評価指標、いわゆるＫＰＩを設定し、

毎年検証を行いながら施策を展開しておりま

す。 

   ご質問にあるとおり、人口減少対策として、

少子化対策の充実をはじめ、町民所得の向上、

豊かな暮らしの実現に向けた各種施策が必要

であると認識しております。そのため、総合

戦略の中で出生数の増加に向けた少子化対策
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のほか、雇用創出に向けた産業振興など、町

民が豊かな暮らしを享受でき、住みたい、住

み続けたいと思えるよう、移住定住人口の改

善に向けた各種施策に取り組んでおります。 

   ２点目の、米価の継続的な引下げなど、農

業の厳しい経済状況が、河北町の農業人口が

減り続けている主な要因の１つであるとの認

識はどうか、この点について申し上げます。 

   米価につきましては、さがえ西村山農業協

同組合管内の近年の米価の状況を見ますと、

主力品種のはえぬき一等米で令和３年産は60

キロ当たり9,500円、令和４年産は１万200円、

令和５年産は１万1,500円で、コロナ禍におけ

る外食産業による需要が戻りつつあり、それ

に伴って米価も上昇傾向にある状況ではあり

ますが、１９９５年の食糧管理法改正前の半

分の価格であること、日本の人口減少による

米の需要の減少が将来とも見込まれること、

さらに物価高騰における肥料や資材などの値

上がりで農業経営に大きな負担となって農業

所得に大きな影響を与えていると認識してお

ります。 

   農業人口の減少につきましては、新規就農

者が毎年参入している中で、高齢化でお辞め

になる方のほうが多い状況であり、それによ

って人口が減っているという分析であり、米

価の下落もその一因にあるのではと考えてお

ります。 

   ３点目の、国の政策による農業の立て直し

を切望するが、町の基幹産業である農業振興

のため、町独自の政策として、先進諸国並み

の農業支援を目指し、生産活動が行われる農

地10アール当たり１万円の補助を行い、農業

所得を向上させ、人口増加に取り組んではど

うか、この点について申し上げます。 

   農業支援といたしまして、新たに農業を始

める方には、国はじめ県、町で様々な補助メ

ニューを準備しているほか、農業技術につい

ては、河北町農業受入協議会をはじめ、県農

業技術普及課や公益財団法人やまがた農業支

援センターが積極的に関わり、アドバイスを

していただいております。 

   また、既存の農業者の方には、規模拡大や

販路拡大、商品開発など新たな分野に挑戦す

ることに対しまして、国、県と連携し補助金

を活用し支援を行っております。 

   最近は都心部からの移住という流れもあり、

農業分野により注目が高まっていると感じて

おりますし、農業をビジネスとして農業以外

の分野から参入している方もおられます。農

業をビジネスとして考えると、食品を扱う仕

事で、需要は絶えることがない分野であると

考えております。特に国産を重視する消費者

が多いことを踏まえますと、農業人口が減っ

ている状況では逆にチャンスと捉える方もい

らっしゃると存じます。 

   本町における農業は、農業者の皆さんのご

努力はもちろんでありますが、稲作の単収も

高く、様々な果樹や野菜の栽培が可能であり、

恵まれた土地であると認識しております。河

北町で農作物を自ら作り、販売し、買ってく

れるお客様との関わりに喜びや充実感を得ら

れるよう、河北町農業受入協議会と連携した

新農業人フェアでのＰＲ、首都圏での農作物

の販売など河北町の農業の魅力を発信し、農

業にやりがいを感じ、新たに農業を始めても

らえる人が増えるよう努めてまいります。 

   次に、町内のアパートなどにお住いで住民

登録をしていない方々に、住民登録を案内し

て、ほくほく応援券の受け取りなど行政サー

ビスを受けられるようにするほか、町からの

情報を受け取り、町の事業に積極的に参加し

ていただいてはどうかについてお答えいたし

ます。 

   １点目の、町内のアパートなどにお住まい

で住民登録をしていない方々、それぞれの事
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情に配慮しつつ住民登録をして、ほくほく応

援券などの受け取りなど、行政サービスを受

けられるよう案内してはどうか、また３点目

の移住定住や関係人口を増やして人口増につ

なげる取組に加えて、アパートなどにお住ま

いで住民登録をしていない方々に住民登録を

して、町からの行政情報を受け取り、町の事

業に積極的に参加していただいてはどうか、

関連がございますので併せて申し上げます。 

   住民登録、いわゆる転入届は、引越しを終

えてから14日以内に手続をするよう、住民基

本台帳法によって定められています。住民基

本台帳法上の住所とは、その者の生活の本拠

であり、客観的居住の事実を重視しつつも、

居住者の主観的居住意思も総合して決定する

ものとなっております。 

   転勤などにより勤務の都合上、家族と離れ

てアパートなどに居住している場合は、その

期間が目安として１年未満であれば、住民票

を異動させなくともよいことになっておりま

すし、１年以上の長期であっても、週末など

勤務日以外は家族の下において生活する方の

住所は家族の居住地にあるとされております。 

   住民票を異動しなければ様々な行政サービ

スは受けられませんが、住民票を移さないで

住んでおられる方々にはそれぞれの事情があ

り、行政サービスを受けられないことも理解

した上で住んでおられると思いますので、町

から住民票を移すような案内はしておりませ

ん。 

   住民登録をすることによって、新たに印鑑

登録をしなければならないことや運転免許証

の住所変更、パスポートの住所変更、銀行口

座の登録住所変更などの手続が必要となりま

す。住む期間が１年未満でも住民登録をする

ことは可能ですが、住民登録は住んでおられ

るご本人の意思によるもの考えております。 

   また、住んでいる期間が１年未満と決まっ

ている方や１年を過ぎて居住しておられる方

については、町では把握できませんが、もし

居住期間が１年以上で住民登録をしておられ

ない方を把握した場合には、訪問しながら状

況をお聞きし、住民登録をしていただくよう

努めてまいります。 

   住民登録をしていただくことによって人口

増加につながり、ほくほく応援券の受け取り

や行政サービスが受けられ、そして町の事業

に積極的に参加していただきたいと存じます

けれども、住んでいる期間が１年未満と決ま

っている方や、定期的に実家に帰るなど生活

拠点が変わらない方については、個人それぞ

れの事情やお考えがあってのことと思われま

ので、その点については十分留意する必要が

あると考えております。 

   ２点目の、国勢調査などの際に、町内のア

パートなどにお住まいで住民登録していない

方々の状況について把握しているかについて

申し上げます。 

   国勢調査は、我が国の人口や世帯の実態を

明らかにする国の最も基本的な統計調査とし

て５年ごとに実施されている調査でございま

すが、調査年の10月１日時点で、住民登録の

有無に関係なく、実際の居住者の状態に即し

た調査となっております。 

   調査方法につきましては、町が任命した調

査員が、担当する調査区内の全世帯を訪問・

面接し、世帯ごとに居住確認を行うものであ

り、住民基本台帳を基に調査票が作成される

ものではないため、調査対象者の住民登録の

有無を個別に把握はしておりません。 

   なお、国勢調査の結果は個別データではな

く、集計結果を統計として利用することを前

提に、就業や教育、住居の状況など行政施策

の立案等に不可欠な事項を調査するものであ

り、統計目的以外に利用することは禁止され

ているところであります。 
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   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 再質問いたします。 

   最初に、町独自の農業支援をしてはどうか

と。非常に大ざっぱで、いろいろきめ細やか

な農業支援策、メニューをたくさんつくって、

そして農業を支援しようとされていることか

らすると、非常に大ざっぱといいますか、大

きな提案になりますけれども、その趣旨は、

町民の所得を向上させると、豊かな暮らしが

できる町民、そういう生活環境をつくってい

くと、河北町の人口が増えることにつながっ

ていくのではないかという考えであります。 

   そのためには、一つは農業という分野で、

農業全体の底上げをするというようなことを

したらどうだと。鈴木宣弘東大大学院教授の

講演を聞いて、そういったことを考えており

ましたが、例えば農業分野ではそういったこ

とを一定方向として取り組んでもいいのでは

ないか。多分日本全国どこでも、自治体独自

でこのような取組をしているところは、多分

少ないとは思うのですけれども、でも本当は

国としてぜひともやるべきことで、本当は望

む声があるのに、それが実現されていないの

であれば、河北町独自ででも、独自の財源、

例えばふるさと納税の寄附金を活用するなど、

そういったこともできる状況も今ありますか

ら、それを使って全体、1,800ヘクタールです

かね、農地が。それに対して、10アール当た

りですので、１億8,000万円でしょうかね、ぐ

らいのお金を出動して、河北町の農業から始

めた経済活性化で人口を増やしていく、こう

いったことをぜひ考えてみたらどうだろうか

と。町長が言う、稼げる町みたいなことの中

の１つを実現していくことになりはしないか

という提案であります。 

   町長としての立場ですから、分かった、や

るとはなかなか言えない大胆な提案だと分か

っておりますが、ぜひそういったことを一度、

もっと農業の分野をぐっと押し上げていこう

と、思い切って押し上げていこうと、河北町

独自のことをやっていこうというお考え、町

長、お持ちになれないでしょうか。いかがで

すか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 本町はもちろんですけれども、

大事な産業分野といいますか、農業というの

は本当に大事だと思います。それは経済的な

側面もございますけれども、議員ご指摘の部

分も含まれているかもしれませんけれども、

一つは、今国際情勢が非常に厳しい中で、国

外から安定して、安心できる食べ物が日常的

に、当たり前のように入ってくる時代という

のを前提にできるのか、ここに対する国民的

な課題。あともう一つは、海外の、食料もそ

うですけれども、それを生産する畜産も含め

て、資材、あるいは肥料、飼料も含めて、国

外に大きく依存している中で、安定的な日本

での生産が可能なのかどうか、そういった視

点。一つは、そういったエネルギーとともに、

食料安全のベースとして自給率の向上なり、

あるいは国のほうでは自給力の向上というこ

ともあり、今、食料・農業・農村基本法の何

十年ぶりの改定が今大きく検討されています。

そういう中で、非常時だけではなくて、平時

からの食料の安全保障をどう確保していくか

といった側面からのアプローチ。 

   あともう一つは、20年後、日本全体で大体

農業人口が４分の１になるのではないかとい

った予測がある中で、食料安全の問題も含め

て、いかに我が国で安心できる食料を消費者

の方々に、国民に提供できる農業生産体制を

つくるのか、これが大きな課題だと思ってお

ります。 
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   そういった意味で、農業を安心して、そし

て生きがいを持って、やりがいを持って、そ

して稼げる農業としてやっていくという意味

では、農業支援ということでは、私は２つの

側面があるかなと思っております。 

   １つは、再生産を確保して、持続的に農業

に携わりたい、携わるということに対する、

そこの下支えの支援です。 

   あともう一つは、自らの生産農産物に対し

て、市場評価をしっかりして販売できる。あ

る意味でいうと、安全・安心も含めて、おい

しい食料も含めて、消費者からしっかり評価

された価格形成ができる、そういった農業生

産、そして生産基盤を確立する、やっぱりこ

こが２つの面で大事になってくるかなと思い

ます。 

   そういった意味で、再生産を確保していく

基としての農業の支援、そして農業をなりわ

いとして、仕事として、職業として選択し、

そこに単なる補助というだけでなくて、自ら

作付けたものが、生産したものがしっかり消

費者の理解が得られる市場価格が流通される、

そういった観点から２側面を考えながら、私

は考えていく必要があると。そういう形で国

の議論も進んでいるかと思いますけれども、

あと町長として考えれば、やはり県外、国外

にそういった食べ物、あるいはエネルギーも

通じる部分があるのですけれども、お金が出

ていくということではなくて、地域で、海外

の非常に不安定なところの経済的要因を少し

でも脱却して地域内で循環する、そういった

経済にも資する農業として、町の農業を考え

る上では考えていく必要があるかなと。 

   非常に質問が大きなテーマでございますの

で、何か大きな話になってしまいましたけれ

ども、基本的な農業に対する町長として考え

ていることは、そういうことでございます。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） ありがとうございます。 

   農業全体の施策、枠組みは、国がどうして

も先導していくということになりやすいので

すけれども、でも河北町独自ででもいろいろ

と取り組んでいって、農家のやりたいことを

応援して、そのことで農家所得が向上して、

そういうことであれば自分も後を継いでとか、

同じ農業をやりたいとか、外からでも農業に

参入したいというような人が出てくると、河

北町の農業が楽しく、うまく経済的にも回っ

ていくような、そういったふうになるように、

町が一生懸命後押しをするというようなこと

ができないのかなと。なかなか、国、県から

の農業施策がいろいろあるものですから、そ

れをいかにうまく使うかということにエネル

ギーを集中しがちだけれども、河北町として

もそういったことを考えて、ほかの自治体よ

りも少し、１つ、２つ抜けた農業支援という

か、農業が発展していくようなことを町全体

として応援していくような、そういったこと

をやったらどうだと。 

   そういう点で、私あまり農業に詳しくない

ので、一番分かりやすいのは、米１俵当たり

１割の価格を押し上げといいますか、乗せる

というようなことだったら、一番分かりやす

いということで、こんな提案をしましたけれ

ども、河北町の農業をとにかくほかの自治体

よりは、元気で経済性があって、農家が元気

だというような状況にするために、町独自で

ぜひ町長、農家が何を求めているのだろうか、

どんなことができるのだろうかということを、

行政として、森谷町政としてぜひ打ち出して

いかれたらどうか。私の提案は10アール当た

り１万円上乗せですが、支援ですけれども、

もっと別な形での何かこういうことならやれ

るかもしれないということをぜひ考えていか

れたらどうか、森谷町政の課題とされたらど

うかと思うのですが、この点いかがでしょう。 
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○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 先ほど申しましたように、農業

は非常に大事だと思っております。そこに対

して、ふるさと納税にしても、税金にしても、

そこに施策として公的なお金を投入するとい

う上では、まさに河北町の農業のために何が

一番実効性のある施策につながる事業なのか、

支援なのかということを考える必要があると

思います。 

   そういった意味で、先ほど言いましたよう

に、例えばコロナでとか、冷害でとか、まさ

に再生産が危うくなっているとき、緊急的な

支援として、コロナ禍でもやった経過があり

ますけれども、10アール当たり一定の額を、

何とか来年の生産につなげるものとして、緊

急的な措置としてやってきた経過はございま

すけれども、基本的に所得向上につながり、

そして人口増にもつながるという農業政策と

して、どういう政策が有効であるのか。ここ

については、一律支給するというような支援

が本当に妥当なのか、有効なのか。それは、

まさに施策としての妥当性という意味におい

て、十分幅広く考えなければならない問題だ

と思います。多分もらえる方はありがたいと

いうことになると思いますけれども、施策の

選択の問題だと思います。 

   ただ、いずれにしても、今農業、生産資材

も含めて、そして相次ぐ不安定な気象状況の

下で、農家の方は非常に苦労が絶えない状況

にある。当面、そこについて、次の農業につ

ながる、次の生産につながる農業政策をどう

考えていくのかということが今一番私の頭に

ある課題ではございます。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 農業分野に、こういっ

たあそこに限っての政策支援ということを申

し上げましたが、何十年か前ですと農家が豊

作だとなると、町場のお店がすごく活性化す

る。地元のお店で買物したお金が、20倍ぐら

い経済効果があってぐるぐる回るというよう

なことも言われておりました。今も20倍ぐら

いになるかどうかは別ですけれども、農家の

所得が上がって、それで今まで考えていた物

を買う、うちを直すとか、そういうことをす

ると、それがぐるぐると回るという経済効果

という点では、河北町全体の経済活性化につ

ながってということになる効果も期待できる

と思います。 

   冒頭で、最初の質問で申し上げましたが、

日本の農業はそんなに安泰な状況ではなくて、

非常に危機的な状況だと鈴木宣弘東大大学院

教授は力説されていて、いろんな問題点、ち

ゃんと食料続けられるか、安全で安心して食

べられる食料が国外から入ってきているとは

限らない、そうではないというようなことも

言っておられて、なおかつ、今の日本の農業

を支えておられる農家の方は非常に優秀で頑

張っておられるけれども、それに見合った状

況が、先進諸国に比べて非常に弱いという状

況があることを念頭に置きつつ、河北町独自

ででもぜひ、農家がぐっと、そうだ俺たちの

ことを後押ししてくれると感じられるような

施策をひねり出していただくことを期待した

いと思います。 

   次に、町内のアパートなどにお住まいで、

住民登録をしておられない方々、関係人口と

申しますと、観光客以上で河北町に住民票を

持っていない方々といいますか、その関係人

口の方が河北町にずっと住まいをしている状

況があると。それ、実態どのぐらいいらっし

ゃるか、よく分からないけれども、確かにア

パートに住まれている方がいるよなと。町内

会にも入らないけれども、そこで暮らしてい

るなんて方は結構町内にいらっしゃるので、

そういった方々、いろいろ事情があって、先

ほど町長からあったように単身赴任だとか、
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いろいろあるし、そうでない方々もいらっし

ゃるかもしれない。たまたま住民登録をする

気になっていないみたいな方もいらっしゃる

のではないかと。そういった方々に何らかの

形で働きかけをして、それでそうかと、住民

票登録しようとしていただければ、その分だ

け人口にカウントできる人が増えると。関係

人口などと、一生懸命外向きから河北町に関

連を持っていただける方を増やすということ

もやりつつ、さらに今河北町に住まいされて

いる関係人口の方々にも少し目を向けたらど

うかということです。 

   町長の答弁では案内もしていないし、いろ

いろ事情があるから、あまり触れないもので

はないかということなのでしょうか。まちづ

くり担当課で関係人口を増やそうと考えてお

られる方々は、その町内におられる関係人口

の方をどう認識されているかお聞きしておき

たい。 

○丹野貞子議長 「佐藤まちづくり推進課長」 

○佐藤晃一まちづくり推進課長 町で関係人口と

して捉えている人数でございますけれども、

こちらにつきましては、ふるさと納税者、あ

とはファンコミュニティーの方、あとはいき

いき関東河北会の方々の合計の人数を、町と

しては関係人口として捉えております。今、

木村議員がおっしゃいました、町内に住所を

有していない方につきましても、関係人口の

定義としては、やはり関係人口という部類に

入るのかなと思います。 

   ただ、まちづくり推進課としては、先ほど

木村議員がおっしゃいましたように、町外の

方に対しての関係人口を増やしていくという

ようなことで今頑張っているところでござい

ます。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） まちづくり推進担当で

ないとすると、町内にいる関係人口の方に関

心を持って、その方々が河北町に住所を移し

たらどうだというような働きかけとか、どん

な状況にあるかとか、どんな事情かというよ

うなことに関心を持って取り組んでいるセク

ションは、税務町民課あたりになるのですか

ね。いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部賢治税務町民課長 町長答弁にもございま

すように、多分河北町にも住民登録をしない

で住んでおられる方がいらっしゃるのかなと

思いますが、その方を把握することができま

せんので、税務町民課としても何も案内をし

ていないところでございます。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 把握することができな

いとおっしゃいましたが、例えばその方々が

住まれているアパートの大家に状況を聞くと

か、可能な範囲内で状況を聞いてみるとか、

そういったことはできるのではないかと思う

のですが、町行政としてはそういったことを

していかないと、この選択肢は最初から追求

しない、そういった関係人口だということな

のでしょうか。どなたか、そのことについて

は、副町長あたりですかね、トータルすると。

お聞きします。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部賢治税務町民課長 住民登録と関係人口の

難しい質問でありますが、アパートを建てる

ときに、建て主が新しくアパートを建てた場

合に、どこそこの地区に加入するのか、もし

くは地区に入られないのかということは、事

前に建てる前から決まっておりまして、木村

議員おっしゃいますように、多分子供とか夫

婦で住まれている方は、ほとんどが多分住民

登録しているのかなと思われます。学校関係

の子供がいらっしゃる方ですけれども。多分

ここで住民登録をしていない方は、町長答弁

にもありましたけれども、河北町には大学等
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がございませんので、学生は多分いないのか

なと思われますし、単身赴任で来られた方か

なと思われます。 

   今議員おっしゃられたように、大家に聞い

てまで、住民登録をしているのかどうかとい

うのは、大家もその部分は把握していない部

分でありますので、税務町民課としてもどう

しても知り得ない情報だと思われます。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 今課長からあったよう

に、子供がいると学校に通わせるということ

で、住民サービスを受けられるように住民票

を取ると。ご夫婦でいる場合なんかもその場

合が多いと。単身赴任の方がもしいたとした

ら、せっかく河北町に縁あってそこに住まい

されているので、河北町の行政情報を、町報

かほくとかをお届けして、ご覧いただいて、

河北町に関心を持っていただくと。そうすれ

ば、別のところに家族を住まわせていたけれ

ども、河北町はすごくいいところなので、ぜ

ひ河北町にみんなで移ってこようと思うかも

しれない。せっかく縁あって河北町に住まい

している方に何らかのアプローチをしてもい

いのではないか。全く関心ない方は反応なし

だと思うのですが、情報はぜひ提供したらい

いのではないかと思うのですが、その辺どう

ですかね。やるセクションはないのでしょう

か。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部賢治税務町民課長 情報提供につきまして

は、町のホームページ等で広報かほく等をご

覧になれるかと思いますので、情報は知り得

られるのですが、町からのほくほく応援券と

か、そういうサービスは受けられないという

ような状況だと認識しております。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 町のホームページから

見れるというのは極めて消極的な、そこで見

れますよと、全くあれだったら見れないので

すよではなくて、そういう方々のポストに町

報かほく、何かあれをつけながら、ぜひ一度

ご覧になって、町の事業にも参加してみませ

んかというようなことを一緒に加えて出すと

か、そういったことなどの働きかけがあって

もいいのではないかと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 何らかの事情で住所を置かな

い方というのは、結構いらっしゃるのかなと

思っております。ただ、河北町からの行政サ

ービスを受けるには、まず第一に住所を置い

ていただかないといけません。当然そうする

と納税もしていただくことになりますけれど

も、住所を置かない方というのは、恐らくほ

かに主たる生計を営む場所というのが別にあ

って、ご家族がいらっしゃるということで、

そちらで家族と一緒に何らかの行政サービス

を受けていらっしゃるという方がほとんどだ

と思います。 

   そういう方でもない方というのは、まだ特

別な事情の方が、いろいろとＤＶ問題とか、

いろいろあるのですけれども、プッシュ型で、

こちら側から何らかの行政サービスを促すと

いうのは、あまり想定はしていない。これは

どこの自治体でも同じだと思います。 

   かといって、そういった住所を置かないか

らといって、町のいろんな施設を利用できな

いとか、そういうこともございませんので、

別の形で河北町に経済的な効果といいますか、

飲食店を利用されることもあるでしょうし、

バスを利用される方もいらっしゃるかと思い

ます。そういった方で、住所あるなしで行政

サービスに差を設けてるという認識は持って

おりません。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 関係人口という言葉で
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くくりますと、河北町の関係人口、ふるさと

納税を受けられるとか、関東河北会の会員の

方々などには、町で機会があると情報提供し

ていると。そういう方々にはね、そういう関

係人口には。でも、河北町に実際住んでいる

関係人口の方々には一切そういうこともしな

いというよりは、受け取るのは、いずれにし

ろ関係人口の方々は、同じ受け取り方になる

でしょうから、何らかの情報提供をして、そ

れで町報かほくなどを年に一遍ぐらいぜひご

覧になってみませんかみたいなことでお届け

して、ポストあるのは分かるでしょうから、

そこに入れて、それで情報提供してみるなど

ということをするのは、大して労力もなくて

一定の働きかけができるというふうに、関係

人口から河北町民に近づくきっかけになるの

ではないかと思うのですが、そういったこと

をぜひやってみたらいかがと思うのですが、

いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部賢治税務町民課長 先ほども申しましたよ

うに、木村議員おっしゃるとおりなのですが、

うちのほうとしても住民登録をしている方を

特定できないために、そういうことができな

いのでありますので、そういう方がいらっし

ゃるのであれば、町長答弁にもありましたよ

うに、訪問しながら、状況を聞きながら、住

民登録していただくよう努めたいと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 いただけるかどうかという点に

ついては、私の答弁で申し上げたとおり、住

基法に基づいて、むしろプッシュ型ですると

いうことではなく、先ほど申しました答弁と

いうことだと思います。 

   今話になっているのは、住民票を移して、

町のせっかくほくほく応援券とか、制度があ

るのだから、もう住所も移したほうがいいの

ではないですかと、こういったアプローチと

いうのは、おのずと町の施策なり何なりとい

うことで住基、先ほど副町長申し上げました

ように、当然そういう行政サービスがある上

で移していないということだと思います。な

ので、そこの問題と、もう一つは、せっかく、

住所は移さないまでも、河北町に実際住んで

もらっているわけだから、やっぱりそこの河

北町のファンになってもらう、あるいは、町

のいろんな事業にも参加していただく、そう

いったところに対する情報提供は、どういっ

た形だとなじんだ形でできるのか。そこを、

問題意識を持って対応する必要はないのです

かという、そこの部分だと受け止めさせてい

ただきました。 

   そういった意味で、私はホームページでと

か、ＬＩＮＥでとか、当然ＬＩＮＥであれば、

ＳＮＳであれば、申込みが必要ですけれども、

アプローチいただければ門戸は開かれていま

すし、ホームページも随時見られるし、町の

情報も見られるわけですから、それが消極だ

とは私は思いません。一つの情報の提供の在

り方としてなされているし、そこから情報を

得ていただいている人はいるのだろうと思い

ます。そこを一歩踏み込んで、さらなる情報

提供ということについては、プライバシーと

か、いろんな形のものもありますので、そこ

に対する住民感情ということもあるかと思い

ます。そこは十分念頭に置きながら考えてい

くべきことかなと。明確な回答できなくて申

し訳ありませんけれども、非常にデリケート

な問題を含んでいるなと思います。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） デリケートな問題があ

るだろうということで、あらかじめ行政側か

らそこはもう触れないようにしていると私に

は見受けられるのですけれども、せっかく河

北町に縁あって、住まいして、ここで生活さ

れていると。たまたま住民票を持っていない
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という方が結構いらっしゃるのではないかと。

人数も分からない状況なんですが、そういっ

た方々に一歩踏み込んだアプローチして、そ

れを受け入れるかどうかは、そちら側の問題

になるでしょうから、河北町は結構熱心にい

ろいろといろんな情報提供をしたり、何かい

ろんなことをやっているのだなということを

分かってもらえて、そこからつながってホー

ムページを見てみようかとか、何かになるか

もしれないので、せっかく一生懸命外にいる

関係人口の方には熱心に働きかけているのに、

地元に住んでいる関係人口に全く働きかけし

ないというのは、もったいないことではない

かと思いますので、ぜひ一歩踏み込むことを

検討していただきたいと思いますが、もう一

度いかがですか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 まちづく

り推進課でいう関係人口の定義がありました

けれども、その方というのは、河北町に何が

しか興味があって、ふるさと納税をしてもら

ったりとか、ファンコミュニティーに入って

もらったりという人がいるからこその関係人

口であって、言葉悪いですけれども、ただ河

北町に住んでいる方というのは、仕事とかの

都合で、単身で来ている方なわけですよね。

特に興味があれば住民登録していただけると

思うのです。そこまでに思っていないという

ことですから、なかなかアプローチは難しい

のかなと思いますし、逆にアプローチすると

きに、何でそれを知っているのだと、住民登

録をしていない状況を何で分かるのだと言わ

れるとなかなか難しいことになるというのが

あるかと思います。そこら辺がデリケートな

問題ということなのかなと理解しますので、

なかなか困難なことではないかと思います。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 民間のアパートなど全

戸に対して一斉に折り込みをポストに入れさ

せていただくなんていうことであれば、そう

いった問題、何で知っているという問題にも

ならないのではないかと思いますので、ぜひ

せっかくの関係人口を、一生懸命人口を増や

そうという取組の一環に入れていいのではな

いかということを再度申し上げて、私の一般

質問を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で、７番木村章一議員の一

般質問を終わります。 

   以上で本日の日程は終了しました。 

   明日12月７日は午前９時までご参集をお願

いします。 

   本日はこれにて散会します。 

   お疲れさまでした。 

午後２時１２分  散 会 
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